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令和７年９月９日 議案審査（総務建設分科会・委員会） 

開会 午前 ８時５１分 

 

○事務局（水野  君）  少し早いですが、始めたいと思います。互礼をもって始めますので、

ご起立お願いします。相互に礼。 

 分科会長よりご挨拶お願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  改めまして、おはようございます。今日は審査２日目ということ

で、消防本部の皆さま、早々からお見えになってありがとうございます。数で圧倒されてお

りますが、こちらも圧倒されないように頑張りますので、よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○事務局（水野  君）  ありがとうございました。それでは、ここから先の進行は分科会長、

よろしくお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  昨日に引き続き、一般会計予算決算委員会総務建設分科会を開会

いたします。 

 これより議事に入ります。本委員会に付託されました議案第55号 令和６年度菊川市一般

会計歳入歳出決算の認定についてのうち、総務建設分科会所管に係る事項を議題といたしま

す。 

 初めに、消防本部の決算審査を行います。白岩消防長、所管する課名等をお願いいたしま

す。白岩消防長。 

○消防長（白岩 勝君）  白岩でございます。おはようございます。本日、令和６年度決算審

査ということでよろしくお願いいたします。 

 毎年のことながら、ちょっと大人数で来ておりまして、よろしくお願いします。特に職員

がまとまってたくさんいる中で、議員の皆さまとじかに話せるというのは、やっぱりこうい

う機会だと思いますので、なるべく多く参加をさせていただいておりますので、よろしくお

願いします。 

 ９月に入りまして、まだ残暑が厳しい中でございますけども、今年は暑さの関係から、

６月から熱中症が伸びてきまして、６月が14人、７月が15人、８月が10人の方を熱中症で搬

送しております。 

 昨年に比較しますと、昨年は７月が非常に暑かったという記憶がありまして、７月に25人

搬送しております。ただ、６月から８月までの３か月で見ますと、去年、今年もほぼ同じ件
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数となっております。やはり今年は６月から暑かったというイメージがあるかなと思います。 

 急激な暑さへの対応ができないときに熱中症が多く発生しておりまして、人それぞれ暑さ

への対応と熱中症への対策が取れてくると、減ってくるのではないかなと。 

 ９月に入ると、もう１桁台で、去年も今年もまだ１件か２件くらいで、今から減ってくる

と思います。 

 次に、令和６年の１年間の火災と救急の件数を報告させていただきます。 

 統計は１月から12月までが１年間となります。火災は令和６年が15件で、令和５年と同件

数でございます。ちなみに今年は、今日現在で既に17件発生しております。 

 火災は冬の乾燥した時期に多いかと思われがちですけども、意外に夏から秋に多く発生し

ておりまして、原因の半数以上が野焼きとかによるその他火災が多いことからも、そうかな

と思っておりますが、注意喚起をしながら、消防も広報しながら、ずっと対策を考えて推進

しております。 

 救急件数でございますけども、令和６年が1,847件で、令和５年に比較すると25件の増加で

す。救急は年々増加傾向にあります。議員の皆さまにデータで送らせていただきました年報

がありますけども、それをご覧いただければ統計の関係が載っておりますので。 

 いずれにしましても、消防の任務であります、市民の生命と財産を守るため、今後も万全

な対策を確保していくよう努めてまいります。 

 本日はよろしくお願いいたします。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございます。暑い中で現場の仕事だったり、訓練の部

分も大変かと思いますけど、よろしくお願いいたします。 

 それでは、消防本部の決算審査を行います。 

 質疑は、質疑通告書の順に行います。事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知

に従って質疑を行ってください。 

 ということで、１番目、白松委員、よろしくお願いします。白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項１目の予防事業費、消防本部で、高齢世帯

への火災予防の対策をもっと練る必要を感じるがどう予定しているか、お伺いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。林予防課予防係長、お願いします。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。よろしくお願いします。白松議員のご質問

にお答えします。 

 まず、現在行っております高齢者世帯を対象とした火災予防への取組につきましては、女
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性消防団員の皆さまなどの協力を得ながら、75歳以上の高齢者の単身世帯あるいは高齢者の

みの世帯を対象に、消防職員による訪問を実施し、電気火災が発生しやすい状態となってい

ないか、火の付近に燃えやすいものが置かれていないかなどを聞き取る防火診断や、住宅用

火災警報器の設置状況の聞き取りと、設置している場合には定期的な動作確認の実施や電池

交換などを推奨するなど、日常的な維持管理について指導を行っております。 

 次に、ここからがご質問への回答となりますが、今後予定するものとしましては、今まで

実施していた取組に加え、住宅用火災警報器を設置したいと考えているが、設置する位置に

苦慮されていたり、身体的に取付け作業が困難であったりといった理由により、未設置とな

っている高齢者世帯もあるかと考えますので、そういった方々の一助となるよう、住宅用火

災警報器の取付けを、職員が訪問した際にお手伝いする支援を実施してまいりたいと考えて

おります。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。今、高齢世帯の火災報知機の、要するにお助けみた

いな形でご答弁いただいたんですけども、今、高齢世帯、単身だけでなくてご夫婦で、設置

率というのは数字出るんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。こちらにつきましては、次の質問に入って

いく部分ありますけども……。 

         〔「俺のあれを聞いてくれちゃったね」「前後見てくれ」「私は見てな

かった」「どうぞ。いいですよ。やってください」と呼ぶ者あり〕 

○予防課予防係長（林   君）  少々お待ちください。 

 まず、こちら設置率につきましては、高齢者の世帯訪問の際に設置率のほうは集計してお

りませんでして、設置率の公表されているデータとしましては、国が行います調査、これに

基づいて調査を行っています。 

 そちらの情報につきましては、令和７年度６月の公表ですけども、76.7％になります。 

 以上でございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  すみません。３番目のお答えいただきました。白松委員。 

○４番（白松光好君）  先走ってすみません、ちょっと申し訳ございません。 

 もう１点ですけども、高齢世帯への訪問でのお勧め、お手伝いというご答弁をいただいた
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んですけども、うちの近所でもあるんですけども、ご老人が１人いて、耳が遠くてなかなか

話ができない、そういった場合の啓蒙活動というのは、チラシとかございますでしょうか。 

         〔「これはあれ」「次の」と呼ぶ者あり〕 

○４番（白松光好君）  次にやっている。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。 

○予防課予防係長（林   君）  予防課長です。チラシ等は、団体や総務省消防庁のチラシ

を活用しまして配布をしております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございます。白松委員、朝から飛ばしているようです。 

○４番（白松光好君）  結構です。 

○分科会長（坪井仲治君）  関連でございますか。石井委員。 

○７番（石井祐太君）  設置率の話がこの後あるんですけども、さっき言った訪問したときに、

設置の状況を伺っているというふうに言っていたかと思うんですけど、高齢者宅を訪問した

322件のうちの設置率みたいなものというのは分かるんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。こちら、これまで高齢者の世帯については、

啓蒙活動を重視しておりまして、設置率のほうは取っておりませんでしたので、今年度から

そういった設置率も取るような活動を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいですか。 

         〔発言する者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  白岩消防長。 

○消防長（白岩 勝君）  消防長でございます。設置率の関係は、特に今回いつも毎年やって

いる訪問等推進は、あくまでも設置してくださいとか、設置していない方に対しての指導と

か、そういうことをやっていまして、設置率の統計というのは、平成28年度と令和３年度で

すか、５年に一度全戸のアンケートをやっております。 

 それで設置率が出るんですけども、それも本当に正確じゃない。国がさっき説明した、や

っている設置率というのは、国が定めたそれぞれの人口規模によって、何件を抽出してやり

なさいという統計から出されたものですので、菊川の場合は、40件から50件くらい程度を抽

出してやった結果になりますので、そういった関係で設置率が出されて、正確にこれという
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のは出ていないものですからね。そのアンケートがやっぱり一番近い状態かなと思いますけ

ど、今度、一応５年後ですから、令和３年から５年後ですから、来年度実施予定でいますの

で、また、そのときの設置率などが出るかと思いますので、設置率の状況はそんな感じです。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございます。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  お答えありがとうございます。 

 せっかく在宅件数まで分かっていて、お宅まで伺っているのであれば、設置しているか、

していないかを聞いた上で、消防のほうでもデータを取ることって多分可能だと思っていて、

その中でこういう啓蒙活動の中では、設置していない人は継続的に行ったのだったら指導す

ることとかできると思うので、そういうところは他の統計とかに任せるんじゃなしに、自前

でデータを取るという工夫も今後考えていってもらいたいなと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  要望でいいですね。 

○７番（石井祐太君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番です。林係長から75歳以上というか、単身世帯、単身世帯は65

じゃなくて、あくまで75。 

○分科会長（坪井仲治君）  林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。単身世帯につきましても75歳以上となって

おります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  独居にかかわらず、75歳以上の方。よろしいでしょうか。１番目

はよろしいですか。 

○４番（白松光好君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  ２番目も答え出たような感じですけど、２番目、これ私です。

９款１項１目で、火災予防に関わるチラシ等の配布はというのと、火災報知機の設置の確認

等を対面で実施したかということです。 

 答弁を求めます。林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。坪井議員の質問にお答えいたします。 

 まず、火災予防啓発のチラシ等の配布につきましては、スーパーマーケット等の店頭など

で実施する街頭広報、産業祭やわくわく消防体験プログラムなどのイベント、普通救命講習

会などを通じて、参加された皆さまに手渡しにより配布を行っています。 
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 次に、住宅用火災警報器の設置の確認についてですが、さきの白松議員からのご質問の際

に説明させていただいたとおり、75歳以上の高齢者のみの世帯への訪問指導を毎年実施して

おります。 

 訪問の際は、直接住宅に上がらせていただいて確認することはありませんが、玄関先にお

いて対面で設置の確認をしております。 

 住宅用火災警報器の設置及び維持管理について関心を持っていただき、理解を得るため、

チラシなどの啓発物は手渡しで行うことと、対面による指導を行うことは非常に効果的であ

ると感じておりますので、引き続き丁寧な対応で指導を進めてまいります。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。 

 これ、火災報知機の設置というのは、新築については義務づけられているということでよ

ろしいでしょうか。林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。こちら条例で平成18年に義務づけられまし

て、猶予期間としては21年に終了しておりますので、新築物件は必ずつけるような格好にな

っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございました。 

 そのほか、２番目の項目についてございますか。10番 東委員。 

○１０番（東 和子君）  すみません、関連して質問させていただきます。10番 東です。 

 今、訪問指導をされているということで、今年度332件、高齢者宅訪問ということで記述さ

れているのですが、計画的にやっているかと思うんですけども、どのような形で訪問指導の

順番というのが選定されているか教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。まず、単身世帯につきましては、私の吏員

になる前から活動が行われていまして、当時は全体的に菊川町と小笠町分かれていたもので

すから、その形態のほうは今、自分のほうで把握しておりませんけども、菊川市になりまし

てからは、菊川市を３地区に分けまして、菊川東地区、菊川西地区、岳洋地区ということで、

大体中学校区で分かれて実施をしておりました。３か年に１回といいますか、学区で回らせ

てもらっています。 

 高齢者のみの世帯は、令和５年の火災で、残念ながら高齢者２名の方が亡くなったという
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ことで、それを機に令和６年から高齢者の夫婦世帯についても活動を始めました。 

 こちらにつきましても、３か年で行っているんですけれども、まずは火災が発生しました

六郷地区を中心にという考えを持っておりまして、昨年度は、菊川東中学区のほうから実施

させていただいております。 

 以上になります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいでしょうか。 

○１０番（東 和子君）  ありがとうございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。よろしいです。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ、３番目、赤堀委員、お願いします。 

○１７番（赤堀 博君）  先ほど白松議員のあれで聞いてもらえたんですけど、取っていない

ということ、今年度から…… 

         〔「アンケートは来年度」と呼ぶ者あり〕 

○１７番（赤堀 博君）  アンケートでございます、設置状況の。 

○消防長（白岩 勝君）  前回、毎週末というのは、３年度現在と思っていますけれども、こ

れは自治会単位で出している、ちょっと公表できませんので、どの地域が多いか少ないかと

いうのは、私たちは持っていますけども、そこを少ない地域を重点的にやるという意味では

ないんですけど、参考に持っていまして、今後の訪問とか推進に活かしていきたいなと思っ

ております。 

○分科会長（坪井仲治君）  一応質問内容を読み切っていただけますか。そこからスタートし

ます。 

○１７番（赤堀 博君）  17番です。 

○分科会長（坪井仲治君）  お願いします。 

○１７番（赤堀 博君）  高齢世帯の火災死亡事故がある中で、菊川市における住宅用火災警

報器の設置状況はどうかということでお聞きしましたけども。 

○分科会長（坪井仲治君）  改めて答弁求めます。林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。赤堀議員のご質問にお答えいたします。 

 菊川市における住宅用火災警報器の設置状況についてですが、国が定める調査方法により

管轄の世帯数に対し調査数が決められており、当市の場合につきましては、43件以上の実施

結果を基に設置率を割り出しております。 
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 この調査結果から、総務省消防庁が全国の都道府県別、また各市単位の設置率を公表して

いるものとなります。 

 令和６年度につきましては、当市は74.4％、令和７年度は77％となっており、僅かではあ

りますが、設置率は上がっている状況です。 

 いまだ未設置のお宅が存在している状況でありますので、街頭広報の場におけるチラシ等

の配布や広報紙への掲載、またＳＮＳによる情報発信を積極的に実施し、住宅用火災警報器

の必要性と関心を得るための効果的な広報の取組を推進してまいりたいと考えております。 

 説明は以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  お願いです。数字等の発表のときにはゆっくりお願いしたいと思い

ます。 

○予防課予防係長（林   君）  失礼しました。 

○１７番（赤堀 博君）  結構です。 

○分科会長（坪井仲治君）  今、ヒアリングはできました、数字は、値は。もし聞き取れない

部分がありましたら、もう一度聞いていただければ。 

○１７番（赤堀 博君）  74.4％、令和６。 

○分科会長（坪井仲治君）  林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  予防係長です。令和６年度につきましては74.4％、令和

７年度は77％になっております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○１７番（赤堀 博君）  令和７年度はまだ途中ということですね。 

○分科会長（坪井仲治君）  林予防係長。 

○予防課予防係長（林   君）  今のご質問ですけど、途中というのはもう一度説明をお願

いいたします。 

○１７番（赤堀 博君）  令和７年度は37％。 

○予防課予防係長（林   君）  令和７年度は77％です。 

         〔「７年度の調査は終わっていない」と呼ぶ者あり〕 

○１７番（赤堀 博君）  77。 

○予防課予防係長（林   君）  はい。こちらの調査につきましては、令和６年度分を国が
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春先に集計しまして、こちらのデータが令和７年の６月に公表になっていますので、実際の

数字としましては、令和６年度の値となります。 

 なので、令和６年度の74.4％と申し上げましたのは、令和５年度中のものになりますので、

ご了承ください。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  令和６年度の実施結果が令和７年度の結果ということ、そういう

ことでよろしいでしょうか。 

○１７番（赤堀 博君）  はい、分かりました。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいでしょうか。 

○１７番（赤堀 博君）  ありがとうございました。 

○分科会長（坪井仲治君）  ３番に関しまして、ほかにございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですかね。 

 じゃあ、４番目、同じく赤堀委員、お願いします。 

○１７番（赤堀 博君）  17番 赤堀です。公用車管理費です。消防車両の売却とあるが、売

却価格は適正か。また、どのように決められているか、相手方の利用方法等を把握している

か、お願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  警防課長です。赤堀議員のご質問にお答えします。 

 まず、消防車両の売却についてですが、インターネット上で行政機関のみが出品できる、

官公庁オークションの公有財産売却システムを利用しまして、更新に伴い不要となる消防車

両の売却を行っております。 

 このシステムを利用し、令和元年以降、消防車両５台、救急車両２台、資機材搬送車及び

普通乗用車各１台を、いずれも入札方式より売却しております。 

 さて、ご質問の売却価格は適正かについてですが、官公庁オークションで売却された他の

消防本部の消防車両等の落札価格と比較しても遜色なく、適正な価格で落札されているもの

と認識しております。 

 次に、相手方の利用方法についてでございますが、当該オークションにおける入札制度で

は、落札後の使用目的等を指定する仕様にはなっておらず、また、落札者への聞き取りも行

っておりません。そのため、落札後の具体的な利用状況については把握しておりません。 
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 説明は以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。再質問ございますか。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  落札した人は仕様、それについては、前もテレビなんか見たんだけ

ども、消防車であるんだけど、サイレンとかいろんなものを取り外した中で、制限をかけて

使ってもらうということですね。そのまま売却するんじゃなくて。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  警防課長です。そのとおりでございます。 

 総点検しまして、サイレン等赤色灯も外して、オークションのほうかけております。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番。昨日の補正のときでしたか、70万だったが155万だかで売れた。

あれはメルカリだった……。何か倍の値段で売れたでいいなと思った。 

○分科会長（坪井仲治君）  小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  警防課長です。消防車両の件はなくて、本庁の中の車両が……。 

○１７番（赤堀 博君）  車両が違うのか。 

○警防課長（小林雅幸君）  と思います。 

         〔発言する者あり〕 

○警防課長（小林雅幸君）  改めまして、昨年の実績になりますけども、令和６年度は消防団

車両──消防団ポンプ車両と資機材搬送車を売却しておりまして、２台合わせて99万１円で

落札されております。 

 以上でございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○１７番（赤堀 博君）  結構です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ほかにござい……。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。売却に当たって、まずはオークションにいきなり行

くわけじゃないですよ。多分下取り価格であるとか、買取り価格を業者にというところから

始まって、例えばそのオークションの、官公庁オークションの同類のものの落札価格を確認

するとか、それで、ああこっちのほうが高いのだったらこっち行ってみようかというような、

オークションの場合は運が悪ければ大変安いことになりますので、その辺の手順というのは

どのように踏まれていますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  売却の選択肢ですね。ほかにオークション以外に選択肢があるか
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ということだと思います。小林警防課長でいいですか。 

○警防課長（小林雅幸君）  渡辺議員さんにお答えします。 

 まず、業者等は当然どれくらいで買い取られるかということは相談には乗るんですけども、

このオークションのシステムとして、そういった価格を聞いた上で最初の初めの金額という

のを設定してオークションに入るものですから、やはり一番高い金額で売られているものか

なと感じております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいですか。 

○８番（渡辺 修君）  ありがとうございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ないようですので、次に行きます。５番目、白松委員、お願いし

ます。白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項１目救急講習等事業費、普通救命講習の開

催回数を増やすことは可能か。また、ＡＥＤ設置箇所への講習を実施しているか、お尋ねし

ます。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。後藤消防署長。 

○消防署長（後藤浩孝君）  消防署長です。白松議員の質問にお答えします。 

 まず、普通救命講習会の開催回数を増やすことは可能かについてですが、令和６年度は51

回の開催となった普通救命講習会につきましては、一人でも多くの皆さんに普通救命講習を

受講していただきたい。この思いから、日頃より普通救命講習会の開催について、広報や声

かけを行ってまいりますが、１回の開催で受講者が少ないこともあるため、回数の検討を行

うとともに１回の講習でより多くの受講者が参加していただけるよう、今後におきましては、

なお一層取り組んでまいります。 

 次に、ＡＥＤ設置箇所への講習を実施しているかについてですが、毎年、市内の事業所を

対象にＡＥＤの設置状況を確認に伺っております。事業所単位での普通救命講習会の開催に

つなげております。 

 開催の実績につきましては、令和６年度中は普通救命講習会が13事業所、１時間程度の救

急講習が24事業所となっています。 

 説明は以上となります。 
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○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。普通救命講習の開催で、なかなか１回当たり人数が

少ないケースもあるというのはお聞きしたんですけども、自治会に向けて定期的な講習を行

うという、そういう予定はございませんか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁求めます。後藤消防署長。 

○消防署長（後藤浩孝君）  消防署長です。いろんな形で広報を行っていまして、自治会単位

ですとか、あと自主防災会単位、いろんなところから申込みのほうがありますので、申込み

されたところに対しては講習を行っていくという形を取っております。 

 以上になります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいでしょうか。 

○４番（白松光好君）  結構です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。今回この事業成果のところに、こども園とかにも行

って講習されたと書いてあるんですけど、これこども園も普通救命講習ですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  後藤消防署長。 

○消防署長（後藤浩孝君）  消防署長です。基本的に普通救命講習というのは、成人に対して

の講習会のことが基本的には指しておりまして、幼保園ですとか保育園、学齢前の子どもを

対象にするところは、普通救命講習の中でも普通救命講習３と言って、学齢前の子ども用の

講習もございます。幼保園等はそういったものを対応して指導しているところになります。 

 以上になります。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいでしょうか。そのほかございますか。 

 これら51回開催されたということですけど、それは消防署の２階のみならず、出前もある

ということでしょうか。後藤消防署長。 

○消防署長（後藤浩孝君）  消防署長です。そのとおりになります。場所を確保できなければ

消防署まで来ていただいて、場所を確保できるところは現地に赴きまして講習を行っており

ます。 

 人形１体に対して５名という形で、指導員も必要な人数派遣して対応しております。 

 以上になります。 

○分科会長（坪井仲治君）  もう１点、ＡＥＤの設置なんですけど、事業所とか地区センター

とか置いてあるんですけど、公民館の置いてあるとこってご存じですか。後藤消防署長。 
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○消防署長（後藤浩孝君）  消防署長です。公民館といいますと、こちらで調査した中では

８割程度にはなると思うのですが、人数の少ないところはないところもございますとしか言

えないですけれども、比較的公民館に設置してあるところもあります。 

 公表できる、できないを含めまして、こちらで調査して、ＡＥＤを設置していますよって

回答いただいたのは市内194事業所のほうで回答いただいています。これにあと官公庁──市

庁舎ですとか出先を含めますともっと多い設置数になると思います。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  では次も、６番目、白松委員、お願いします。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項２目消防団員の報償費、新入団員の必要書

類に報酬振込口座の指定書類を徴求していけないか、お伺いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁求めます。杉田消防総務課長。 

○消防総務課長（杉田憲彦君）  消防総務課長です。白松議員のご質問にお答えします。 

 事業成果書の11ページ、消防団員報償費の事業課題をご覧になってのご質問かと思います

が、消防団員の報酬の支払い方法と手続の実務について改めて説明させていただきます。 

 菊川市消防団員として活動していただくことで発生します報酬などについての支払い方法

につきましては、全て団員の指定する個人口座のほうにお支払いをしております。 

 そのため、入団手続の際に提出されております書類の一つとしまして、団員報酬及び出動

報酬を支払う口座情報を指定するための様式の提出を求めておりまして、全ての団員に提出

していただいておりますので、ご質問にありました振込口座の指定書類の徴求につきまして

は、既に行っているということでご理解いただきますようお願いいたします。 

 報酬には、年額報酬と活動報酬があり、年額報酬につきましては年度当初、活動報酬につ

いては四半期ごとの支払いとさせていただいております。 

 事業成果書11ページの事業の目的にありますように、活動の対価となる報酬を適正かつ確

実に行うことで、消防団員の身分を保障することが必要となっております。 

 しかし、年度当初には新入団員からの必要書類の提出が遅延することや、提出していただ

いた書類の確認作業などに不測の時間を取られ、支払いの遅延が発生することも想定されま

すので、各分団の分団長としっかりと連絡を取り合いながら、新入団員の口座情報を早期に

把握することで、適正かつ確実な報酬の支払いを行い、消防団員の身分を保障してまいりま
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す。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいでしょうか。 

○４番（白松光好君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  ほかの方、よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ、７番目、行きます。石井委員、よろしくお願いします。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。９款１項２目非常備消防総務費で女性消防団活性化

大会の概要はということでございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。杉田消防総務課長。 

○消防総務課長（杉田憲彦君）  消防総務課長です。石井議員のご質問にお答えします。 

 消防団活性化大会の概要についてですが、昨年度は、第29回全国消防団活性化とちぎ大会

が、「とち乙女♡ から広げよう！未来を担う地域防災の力」、こちらをテーマに掲げまして

開催されました。 

 参加団体につきましては、大会の名称に「全国」と入っているように、全国各地から女性

消防団員が参加しまして、昼前から夜初め頃までの時間、おおよそ丸１日になりますけれど

も、５つの消防団からの活動事例の発表、栃木県大田原市出身で吉本興業所属のお笑いタレ

ントであります、森三中の大島美幸さんの記念講演、パネルディスカッションなどが行われ

ましたほか、情報交流会が開催されまして、当市の女性消防団員も参加させていただいた中

で、全国の女性消防団員の方々と交流し、情報交換などを行ってまいりました。 

 説明は以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。ありがとうございます。菊川市から行った消防団員、

女性の、非常備のというのは、分団単位で行ったとか、どういう感じで行かれたんですか。

行きたい人みたいな感じで行かれた感じですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  杉田消防総務課長。 

○消防総務課長（杉田憲彦君）  消防総務課長でございます。当然、女性消防団員、菊川市で

すと10名程度ということで大変少ない中で、行ける団員の方に行っていただくということで、

２名ほど参加していただきまして、また、うちの消防の主任とあと団長のほうが参加させて

いただいている、そういった状況でございます。 
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○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○７番（石井祐太君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  ほかに７番の項目で皆さんございますか。よろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  では最後です。８番目、渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの21ページです。９款１項３目貯水槽整

備事業ということで、非耐震防火水槽の耐震化計画について、対象数、優先順位、完了目標

年度を教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  警防課長です。渡辺議員の質問にお答えします。 

 非耐震防火水槽の耐震計画につきましては、令和６年の能登半島地震において、耐震性防

火水槽の有効性が実証されたことを踏まえ、本市におきましても、新設に加え既存水槽の耐

震化を計画的に推進しているところでございます。 

 まず、耐震化の対象数ですが、令和７年４月現在、本市管内には432基の防火水槽があり、

そのうち124基、28.7％が非耐震のため、今後、耐震化を検討する対象となっております。 

 次に、非耐震防火水槽の耐震化の優先順位はとのことですが、現時点では全体として一律

の順位づけは行っておりませんが、優先順位の高いものを数か所抽出した中で、住宅が密集

する市街地や、準市街地を基本的な対象エリアとし、工事が可能であるか否か、地域からの

要望があるかないか、近い将来、新たな住宅建設があるかなどを考慮した中で、施工する優

先順位を決定しております。 

 完了目標年度についてですが、既存水槽は、工事に必要な重機の搬入が困難となる狭隘な

場所が多いことや、工事費の高騰といった要因により、施工可能な件数には限りがございま

す。 

 また、基準となる40トン級の防火水槽の設置のできない、狭い敷地にある20トン前後の防

火水槽も多いため、全てを耐震化することは困難であると考えており、さきに申し上げた優

先順位の考え方を踏まえ、必要性の高いと判断する箇所から順次、耐震化を進めている状況

です。 

 そのため、完了年度が見通せないものではありますが、耐震化率の向上を目標に掲げ、災

害時において住民の皆さまの生命、身体及び財産を守ることを第一と考え、防火水槽の耐震

化を進めてまいります。 
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 説明は以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。再質問ございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  非耐震の防火水槽が残っているということですけども、国の定めると

いうか、防火水槽に関しての耐震性を有する設備を配置すべきという指針があって、ところ

が、これは耐震性を明記した目標などが未設置になっているということなんですけども、こ

の耐震性を今のその前に非耐震であるということを決めた検査というものはあったんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  耐震性というものなんですけども、国が指定している第三者機関

ですね、ここが示す基準に適合した正式な構造となっておりまして、鉄製の40トンフレーム

の金型構造を地中に埋めるということを耐震性の防火水槽とさせていただいております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○８番（渡辺 修君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか、防火水槽で。10番 東委員。 

○１０番（東 和子君）  10番 東です。ちょっと確認をさせてください。 

 耐震性貯水槽の計画的に整備するということは、毎年２基ぐらいを目安にして整備すると

いうふうに理解すればよろしいでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  委員おっしゃられたとおり、これまで２基ずつの整備をしてきた

のですが、それこそ地方債を使ってやってきたもので、この地方債の期限が令和７年中に切

れるということで、なかなか財源の確保が難しい中で、毎年、１基の新設または耐震化を目

標に取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○１０番（東 和子君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  若干スピードが落ちましたけれど。そのほかございますか。17番 

赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番。ちなみに今１基新設すると一千何百万、以前は900万から

1,000万でできたんですが、１基のためにどのぐらいかかりますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  小林警防課長。 
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○警防課長（小林雅幸君）  ただいまの質問にお答えします。 

 本当に20年前とかですと500万円程度でできたのかなと思いますけれども、現在、令和５年

から考えても、全て1,000万を超えておりまして、昨年の防火水槽ですと、1,200万円と1,300

万円ぐらいと。工事費のほうが上がっております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を終わります。よろしいでしょうか。 

 そのほか。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。ちょっと補足でお聞きしたいんですけども、貯水槽

の中にある水なんですけども、うちの目の前にあるものですから、以前は消防車で水の入替

えをされていたんですけども、現状入替えということは必要がないんですか。ちょっとお尋

ねします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。悩ましいところです。 

○警防課長（小林雅幸君）  特に必要はございませんので、しておりません。 

○分科会長（坪井仲治君）  以前は消防団の方がやられていた。そこはなかなか強制はできな

いというような現状ですね。 

○警防課長（小林雅幸君）  そうです。 

○分科会長（坪井仲治君）  あと、耐震化の優先順位のところで、住宅密集とか何かありまし

たけど、水源がそれしかないよというところも加味をされるんでしょうか。小林警防課長。 

○警防課長（小林雅幸君）  そのとおりでございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃ、以上で事前提出分は終わりですが、消防本部の決算に関し

まして、全体を通しまして質問がございましたら。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ということで、以上で消防本部の決算審査を終了いたします。あ

りがとうございました。 

 ここで執行部は退席となりますので、よろしくお願いします。 

 それでは、ただいまから委員間の自由討議を行いますということで、今上がってきたこの

事前質疑にある部分を中心に自由討議していただければといいと思います。よろしくお願い

します。７番 石井委員。 
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○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。自分が上げた女性消防団員活性化大会ですが、10名

中２名が参加されたということ、これの方向性がさらなる団員のメリット、人口を増やすた

めの検討を行い、団員確保につなげていくということですけど、これがメリットや魅力につ

ながるのかなとちょっと思うところがあるのですが、どうでしょうかという。 

○分科会長（坪井仲治君）  吉本。講演がそういうこと。それはそういうところで、メリット

になるということになるのか。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ５例の他市町の事例を発表があったというので、自分のところの活

動とつなげてということじゃないですかね。 

○分科会長（坪井仲治君）  そういうのを聞けるというところでしょうね。 

○６番（藤原万起子君）  あと、他市町の女性消防団員と交流ができて、お互いモチベーショ

ンにつながったり、お互いの欠けているところを見つけたり、補うところを見つけたりとい

うところじゃないですかね。一生懸命ひまわりの皆さんやられているので。 

○分科会長（坪井仲治君）  ８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  実際自分たちが消防団であったときに考えると、やはりサイレンを聞

けば出なきゃいけないというときに、さあ何人が消防車に出動できる体制のような人数が来

るかというのは、いつも気になっている。当時は自営業とか、農協職員とか役場職員も、か

なり人数がいたわけですけど、今はなかなかいない。ということになって、とにかく実戦で

役に立つ組織を作らなきゃいけないので、少なかったら少ないなりの、全てを把握してどう

いう人が出てくれるかというところまで、中央でひとつ管理できるような仕組みというか、

調査しておいて、さあ、ここは弱いよとか、この時間帯弱いよみたいな、そのくらいまで管

理しないと、なかなか万の住民の各消防団確保するのは、周りを見ていても、一生懸命回っ

ているんだけど、この状態だから、何としても少なければ少ないなりのやり方というものを

ちょっと考え、精度を上げていくというのが必要なんじゃないかなと思いました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  今消防団の話ですね。 

○８番（渡辺 修君）  そうです。 

○分科会長（坪井仲治君）  女性消防団に限らずですね。消防団は地元に勤めている方は職場

連絡すればいいよということになってるんですね。ただなかなか抜けられないところがある

んですけど。 

○分科会長（坪井仲治君）  メールもありますけど。ただスマホ持って仕事できている人ばか
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りじゃないですね。消防団に関して。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。自分この前の台風のときに、道に上がってしまった

泥の撤去をするときに、可搬ポンプを使ったんですよ。その集まってくれた若い人の中で、

消防に入っていた経験のあったのは自分だけだったので、可搬ポンプの使い方を知らないん

です、そもそも。これがどうやって使うか。 

 こういう実際の火事以外でも、ポンプとか使う機会というのはあると思うので、やっぱり

消防団の役割というのは、そういう機材の扱いだったりとかというところ、火事だけじゃな

くて、ほかの防災とかでも使うことって出てくると思うので、一層この団員の確保というと

ころとか、あと、魅力発信というところで、そういう機材の取扱いの部分だったりとかとい

うところ、ＰＲして、どんどん団員確保につなげていってもらったらなと思っています。 

○分科会長（坪井仲治君）  可搬ポンプの取扱いは査閲大会の訓練はないんだけど、一通り消

防車本体含めてやってますよね。 

○７番（石井祐太君）  自治会で。 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃなくて、消防団の。 

○７番（石井祐太君）  消防団に入ってない人が増えたから。 

○分科会長（坪井仲治君）  今のは消防団じゃなくて自治会、一般の方。 

○７番（石井祐太君）  一般の方で、消防団入っている人が少ないから。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのための訓練をやったということですか。 

○７番（石井祐太君）  そう。消防団。 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃなくて自治会の中で、実践をして。 

○６番（藤原万起子君）  実践で役立つように、もっと若い人が。 

○７番（石井祐太君）  消防団に入って、そういう取扱いとか学んでいたほうがいいから。 

○分科会長（坪井仲治君）  消防団で、そういう知識を得たということ。 

○６番（藤原万起子君）  得られるよというのを魅力にして団員募集と、多分、と思います。 

○７番（石井祐太君）  ありがとうございます。 

○８番（渡辺 修君）  可搬ポンプが分からんからね。 

○７番（石井祐太君）  適当に使ったらつぶれちゃうじゃないですか。 

○７番（石井祐太君）  水利の確保の仕方だったりとか。 

○分科会長（坪井仲治君）  今、消防団で盛り上がっているんですけど、救命救急とか高齢者、

火災報知機の設置とか、そこら辺で何かないですか。 
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○８番（渡辺 修君）  耐震化の話。あるかもしれないんですけど、ちょっと思うのは、ロー

ドマップというか、貯水槽のロードマップを作ってあるんだと思うんですけど、それで、そ

の中で、ここが耐震化である、耐震化でないというような、そこまでいったロードマップを

実は作ったほうがいいんじゃないかなと今思いましたので。 

○７番（石井祐太君）  チェックリストみたいで。 

○８番（渡辺 修君）  チェックリストでしていけば、一般の人も知ってたら、早くここはや

ってよというような、見渡して、ここのは優先順位高いからというのは、市民の人が見える

化していけばいいのかなということを感じました。 

○分科会長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。今、あっ、防火水槽マップもあります。きくのん

マップを見てもらうと、消火栓の位置、それから防火水槽の位置、ＡＥＤ設置場所、ＡＥＤ

は公共機関とか大きいところとかで市内の業者は載ってないんですけれども、一応そこまで

きくのんマップの。 

○分科会長（坪井仲治君）  耐震化は入ってますか。 

○６番（藤原万起子君）  耐震化までは入ってないかも。そうですね。耐震までは入ってない

ですね。 

○分科会長（坪井仲治君）  今その辺を渡辺委員が。 

○８番（渡辺 修君）  あるかないか分からないけどという。 

○６番（藤原万起子君）  一応マップまではあります。 

○分科会長（坪井仲治君）  結局は一般の方から上げていかないとというところ。根拠だって

今ないから。藤原委員はもういいですか。 

○６番（藤原万起子君）  いいです。お知らせです。 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。高齢世帯の火災予防ですけど、今質疑で言っちゃい

ましたけど、せっかく家まで伺っているのであれば、ついでに取れる情報って結構あると思

うので、行って聞くだけ聞いて、特に集計も何もしてないんじゃ、行き損だなと思うので、

この辺はしっかりすることで、よりその防火意識の対策とかというところにつなげていける

んじゃないかなと思いました。 

○分科会長（坪井仲治君）  設置物とか何かの話でしょう。 

○７番（石井祐太君）  そうそう。 



－21－ 

○分科会長（坪井仲治君）  総務省との、単独で出すというのは難しい話。それぞれいろんな

情報が。 

○７番（石井祐太君）  情報収集という意味で。 

○分科会長（坪井仲治君）  ８番。 

○８番（渡辺 修君）  今、高齢者の救助しなきゃいけないという面での考え、確かにそうだ

なと思ってたときに、ふと思ったんですけど、菊川市は外国人の比率が高いですよね。多分

いろんなことを理解されていない外国人の方がいるので、こういう意味での外国人への対策、

安全確保はこうですよというようことを多分まだやってないので、言って藤原さんが見つけ

て言っちゃうかもしれませんけども、かなということをちょっと感じました。これだけの人

数がいると、対策しないといけないかなと思いました。 

○分科会長（坪井仲治君）  ほかに何かございますか。 

○１０番（東 和子君）  10番 東です。今藤原議員のほうからきくのんマップの話が出たん

ですけど、どれだけの方がこれを利用しているか。やはり広報活動もある程度必要じゃない

かなと思います。私も今初めて知ったんだけど。 

○分科会長（坪井仲治君）  きくのんマップはこの項目じゃないと思います。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  救急講習のことで、ＡＥＤ設置箇所への講習を実施しているというこ

とで、先ほど坪井議員からもあったんですが、最近、公民館、公会堂とかも、どんどんどん

どんＡＥＤ置いているところが増えているので、ただ置いてあるだけで、自治会の人、使え

ないとなったら、あまり意味ないのかなと思うんで、こういうのは、どんどん、自治会に対

しても、率先して開催していってもらえれば、うれしいなと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  かなりの設置率でしょう、８割ぐらい、公民館で、びっくりした。 

○７番（石井祐太君）  何割使えるか。 

○１７番（赤堀 博君）  関連で。 

○分科会長（坪井仲治君）  17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番。今、石井委員も、ＡＥＤ、公会堂の８割程度が設置したとい

う。中にあって、鍵がかかっている。非常時、取り出せない。そういう、小学校なんかも、

体育館の中とか、職員室の玄関の中とかって、体育館で競技してて、急に必要になったとき

に、鍵がないからという、そういう面がちょっと。盗難に遭っちゃいかん。いたずらされち

ゃいかんってことで、そういう中で鍵、中にあるんですけど、そういうのも、もう少し、非

常時に誰でも簡単に持って来られるという体制ができたらいいなと思いましたね。 
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○１０番（東 和子君）  難しいね。 

○分科会長（坪井仲治君）  ただ、そこは、その施設を利用しているときに、使うという目的

だから、その会場は、その施設を開場していないときには、多分、どうなんでしょうね。 

○１０番（東 和子君）  でも、あると分かってたら。 

○８番（渡辺 修君）  施錠というのは、ＡＥＤの。 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃない。建物の。ＡＥＤはもう施錠なんかしてないもんですか

ら。箱は。 

○１７番（赤堀 博君）  体育館はどうなんかな。体育館の中にある。 

○分科会長（坪井仲治君）  中にあって、あれは開けるのは簡単に開けれるんですけど。 

○７番（石井祐太君）  だからこれ、マップに設置箇所書いてあったって、取れない。 

○分科会長（坪井仲治君）  藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ＡＥＤなんですけれども、金額が10万から50万くらいまで幅広くて、

で、赤のものはね、ガイドがついてない、音声ガイドがついてなくて、紙を見てやるタイプ

で、それで、高い、ある程度30万ぐらいまですると、ガイドが、次は何やって、次は何って

言ってくれるのがあって、それが、ものすごい盗難率が高くて、もう持っていかれちゃう。

なもんだから、多分施錠しちゃうんですよ。 

 大体30万以上するのから持っていくので、今現状がそんな感じになっていて、ウエルシア

とかも、ああいうところにあるのも、びよーんって伸びるひもでつながっていたりとかする

んで、やっぱ、結構、盗難が多いそうです。 

 今、リースが、ものすごく主流になってきていて。ほぼリースにはなってきている。 

○分科会長（坪井仲治君）  ランニングコスト、多分一緒なんですよ。金額は一緒なんだけど。

買い取りでも、ものを変えないかんものですから、四、五年で。 

○１７番（赤堀 博君）  パットなんかしょっちゅう換えないかん。 

○６番（藤原万起子君）  ものすごい高いので。 

○分科会長（坪井仲治君）  ＡＥＤ盗んでどうするのかな。 

○６番（藤原万起子君）  売るんです。 

○分科会長（坪井仲治君）  売るの、どこへ売るの。 

○６番（藤原万起子君）  ネットオークションとか。自宅で。 

○分科会長（坪井仲治君）  持っていてもしょうがないじゃない、あんなもの。 

○12番（織部ひとみ君）  ばらばらにして売るんじゃない。 
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○６番（藤原万起子君）  いろいろですよね。不思議ですよ。何でも持っていっちゃいます。 

○１７番（赤堀 博君）  ちなみに、議員の中で、普通救命救急講習受講している方は。 

○分科会長（坪井仲治君）  白松さん、銀行ではやってない。 

○４番（白松光好君）  随分前なんですよ。防火のほうはあったですけど。 

○分科会長（坪井仲治君）  だってお客さんいつ倒れるか分からないですよ。 

○４番（白松光好君）  ただ、個人的には行ったことがある。 

○分科会長（坪井仲治君）  大体ということで、90％の皆さん受けているということで、ＡＥ

Ｄも使えられると、倒れないのが一番ですけど。 

 ということで、自由討議を終了いたします。 

 以上で消防本部の決算審査を終了いたします。ただいま出されましたご意見等をもとに、

分科会報告を作成し、一般会計予算決算委員会にて報告をさせていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副分科会長に一任をお願いいたします。 

 危機管理部を10時から始めますので、休憩を取ってください。 

 

休憩 午前 ９時５０分 

 

再開 午前９時５７分 

 

○分科会長（坪井仲治君）  それでは、続きまして、時間10時ごろを予定していたので早いん

ですけど、危機管理部の決算審査を行います。 

 今日は藤本専門監が現場に行かれているということで。台風15号の対応をされているとい

うことで、非常にタイトなスケジュールです。今回の対応のところも若干準備不足の部分も

あるかもしれませんので、そこら辺はご了承よろしくお願い申し上げます。 

 ということで、馬渕危機管理部長、所管する課名等をお願いいたします。馬渕部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  おはようございます。危機管理部です。危機管理部の所管は

危機管理課と防災強靭化室の１課１室になります。よろしくお願いします。 

 それと、本日出席者ですけど、先ほど委員長からお話があったように藤本専門監につきま

しては台風15号の対応をさせていただいていますので、こちらのほうも申し訳ないですけど

欠席とさせていただきますのでご承知いただきたいと思います。 

 本日の出席者になりますけど、自分は危機管理部長の馬渕です。よろしくお願いします。 



－24－ 

 隣が、危機管理課の戸塚危機管理課長になります。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  戸塚です。よろしくお願いいたします。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  その隣が八木防災強靭化室長になります。 

○防災強靭化室長（八木 剛君）  八木です。よろしくお願いします。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  後ろですけど、こちらから危機管理課の笹瀬主幹兼防災計画

係長。 

○危機管理課主幹兼防災計画係長（笹瀬  君）  よろしくお願いします。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  そちら、隣が本間防災対策係長。 

○危機管理課防災対策係長（本間  君）  よろしくお願いします。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  一番奥が防災強靭化室の大石主管兼防災強靭係長です。 

○防災強靭化室主幹兼防災強靭化係長（大石  君）  よろしくお願いします。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  よろしくお願いしたいと思います。 

 先ほど委員長のほうからお言葉をいただいたとおり、台風15号の代行で、今日も分科会の

ほう、準備不足ということは否めない状況ですので、そこら辺についてちょっと回答のほう

は戸惑ったりご迷惑をおかけする点が出ると思いますけど、ご承知いただきたいのと、でき

る限りご配慮のほうをいただければなと思いますので本日はよろしくお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  それでは、危機管理課から決算審査を行います。 

 質疑は、質疑通告書の順に行います。事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知

に従って質疑を行ってくださいということで、危機管理課分の事前通知、１番目、渡辺委員

お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。成果書24ページです。２款１項10目広報・調査等事

業費ということで、原子力防災に関する研修会参加や調査啓発業務を行ったとあるが、市民

への理解促進の成果をどのように把握・評価しているかお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。令和６年度におきましては、市長をはじ

めとする部長級で構成される浜岡原子力発電所安全等庁内対策委員会において、６月に浜岡

原子力発電所の概要についての勉強会を開催し、７月に原子力防災センターの視察研修を行

っております。 

 市民への理解促進としましては、地区防災連絡会役員において、12月に東京電力株式会社

廃炉資料館・福島第一原子力発電所、楢葉遠隔技術開発センターの視察研修を行いました。
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なかなか見ることのできない現場を視察することができ、現状を把握する事ができました。 

 また、危機管理ニュースの発信や出前行政講座等での資料配布により、市民への啓発を図

っております。 

 啓発や研修会、訓練を重ねていくことで市民への理解を促進していきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  評価で、市民への理解への促進という成果ですけれども、各家庭の食

料、資機材の備蓄が進んでいないのが現状という感じなんですよね。把握としては。その辺

さらに進める何か方策はありますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  これ、原子力防災というところでいいですか。今備蓄みたいな話

を。 

○８番（渡辺 修君）  すみません。ちょっとくっつけちゃいました。 

○分科会長（坪井仲治君）  ちょっと原子力防災というところになっていますので。に関しま

して、ほかにございますか。 

 １点、現場、１Ｆなんか行かれた、行かれた後ございますか。あと、現地の福島ですと、

あの辺の行政関係の皆さんとの交流というかなんかあるんでしょうか。笹瀬係長。 

○危機管理課主幹兼防災計画係長（笹瀬  君）  昨年度の視察につきましては、行政側との

視察は行いませんでした。また今後そういう機会を捉えて、行政側サイドの対応というのも

学んでいければと思っています。 

○分科会長（坪井仲治君）  分かりました。 

 そのほかございますか。 

 じゃあ、１番目終わりまして、２番目、白松委員お願いします。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項４目で水防団活動費。水防団の訓練を増や

すことは必要か。また、水防団の出動についての記録と評価の方法をお聞きします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。毎年６月に水防訓練を実施しておりまし

て、令和６年度は自主防災会63人、防災指導員18人、消防団123人など計256人が参加してお

ります。訓練では、風水害への対処のため、水防工法について説明を行い、土のう作りや積

み方については実際に行っていただいて、知識習得を図っており、訓練回数を増やすという
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ことは今現在考えておりません。 

 水防団の出動については、消防総務課が各分団の出動人数の取りまとめや消防団本部会に

て反省点の確認などを実施しまして、危機管理課へ報告していただいております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質疑はよろしいですか。 

 数字のほうも大丈夫ですか、今のスピードで。 

○４番（白松光好君）  大丈夫です。もう少しゆっくりで。 

○分科会長（坪井仲治君）  数字の部分はちょっとヒアリングできないところがあるんで、ち

ょっと少しだけゆっくり言っていただけるとありがたい。今は大丈夫だったみたいです。 

 １点、この水防訓練、256人。前も何かで聞いたことあるかもしれないけど、人数的にはど

うなんでしょうか。大体どのぐらいの分母に対して256の参加者かというところなんですけど。

いかがでしょうか。本間係長。 

○危機管理課防災対策係長（本間  君）  防災対策課係長です。想定の人数、全体の人数は

450から60くらいの人数を想定していますので、およそ６割くらいの出席率だと思っておりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  なければ、次に参ります。３番目も白松委員お願いいたします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項４目水防施設等管理費、河川防災ステーシ

ョンの活用について、場所が分かりづらいため、その場所を使った市民参加の訓練を増やせ

ないかお聞きします。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。令和６年度の利用状況ですけれども、会

議室が８件、駐車場が２件、あとグラウンドが68件となっております。 

 また、９月には、菊川ＭＩＺＢＥフェスが開催されました。現段階では訓練を増やすとい

う考えはありませんけれども、今後も市民参加型の防災イベントなどの開催を実施すること

ができるよう、関係機関とも調整を図っていきたいと思っています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。４番 白松委員。 
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○４番（白松光好君）  要望ですけれども、またどんどん回数を増やしていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  どの辺の回数。 

○４番（白松光好君）  使用ですね。 

○分科会長（坪井仲治君）  いろいろ多種にわたってということですか。 

○４番（白松光好君）  そうです。具体的に何がっていうことではないんで。 

○分科会長（坪井仲治君）  限定するのではなくて、有効利用してくださいっていうこと。と

いうことだそうです。 

 そのほかございますか。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ４番目です。赤堀委員、お願いします。 

○１７番（赤堀 博君）  17番 赤堀です。公用車管理費です。水防車、ジムニーですが、更

新時期。これ18年経過したとあるが、更新時期はどうでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。水防車については、今のところ大きな故

障も近年ないことから、できる限り使用していきたいなと思っております。ただ、今後の故

障の状況だったり、あと車検時期など考慮し更新の検討をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  企業から２台、青いジムニーと黄色いジムニー、あれは危機管理課

ではなくてほかで使っているんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。そちらのほうは財政課が管理していまし

て、通常の公用車と同様の扱いをしております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

 藤本専門監がよく乗って出かけるのを私は見かけます。（笑声） 

○分科会長（坪井仲治君）  ジムニーを。青いやつ。なかなかない色ですよね。ジムニーの件

は以上でよろしいでしょうか。 
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         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ、５番目、白松委員、お願いします。白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項５目防災施設等管理費で、防災資機材は現

状で足りているのかお聞きします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。防災資機材に関しては、菊川市防災資機

材備蓄計画に基づき災害時に必要となる物資の確保に努めております。 

 現状におきましては、食料品や飲料水は想定する数量を確保しております。また、サバイ

バルブランケットや紙おむつなど、一部の資機材の充足率が100％になっていないものもあり

ますが、こちらのほうは計画に基づきまして順次購入をしているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。先日の台風で、自分の職場が牧之原市にありまして、

牧之原に行ったとき、信号機だったりとかが結構止まっていたりとかしていて。ああいうの

って２日目以降は停電まだ続いていたんですけど、発電機が横に置いてあって発電してやっ

ていたんですけど。ああいうのは市のほうで交通インフラを整えるという意味で備蓄してい

たりするものなんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。発電機等は、そういった総合的に見てど

れでも使えるようにしております。また、以前停電したときに発電機を貸し出しして対応し

たという記憶もございます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ちょうど４年くらい前ですか。塩害で台風のときに４日くらい停

電したときに信号機に発電機を置いてという。 

○１７番（赤堀 博君）  関連で。 

○分科会長（坪井仲治君）  17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番です。発電機ですが、以前停電が何日か続いたとき、地元企業

との提携で貸出を受けるという、そういう協定は結んでいないですか。発電機等に関して。 
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○分科会長（坪井仲治君）  資機材の発電機の部分ということですね。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。協定内の話でよろしいですか。協定の中

で特に発電機に特化した協定というのは結んではないんですけれども、企業とはそういった、

企業の持っているものをお借りするということでお話ししていますので。場合によっては協

定外ではなりますけれども、貸し出しがしていただけるということも想定しています。 

 ただ、それよりはまずは市のほうの発電機の充足を、今もう確保してますけど、そちらの

ほうで対応していくというふうに考えています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。よろしいですか。そのほか、防災資機材に

関してございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ６番目です。渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレット10ページで、９款１項５目地域防災計画

策定費ということで、災害協定を３件締結とあるが、どのような団体と結んだのか。お願い

します。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。３件のうちまず１件目ですけど、長谷川

市長の出身大学であります駒澤大学出身の首長で構成される駒澤首長会の構成自治体と相互

応援協定を締結いたしました。 

 ２件目は、地元自治会と災害時の施設利用に関して必要な事項を定めました。 

 ３件目は、民間団体と災害時の施設利用に関して、既存の協定内容から一部の運用を変更

し、必要な事項を定めたものとなります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  参考までに。駒大の首長会というのは、何自治体あるんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。笹瀬係長。 

○危機管理課主幹兼防災計画係長（笹瀬  君）  防災計画係長の笹瀬です。自治体には、全

国10市町になっていまして、北は北海道の芦別市から南は鹿児島県の枕崎市まで、計10市町

となっております。全部お答えしたほうがいいですか。 

○８番（渡辺 修君）  いいです。 
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○分科会長（坪井仲治君）  北から南、十分というのはよく分かりました。再質問はないです

か。つっこみはないですか。災害協定という部分で、随分遠いような。手を取り合ってはい

けない。独り言です。（笑声） 

 ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。民間団体というのは１団体ということですか。それ

とも、今まで経験していたいろんな民間団体含めてという取り扱い。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。笹瀬係長。 

○危機管理課主幹兼防災計画係長（笹瀬  君）  今回挙げさせていただいた３件のうち１件

につきましては、先ほどの自治体間になりますけれども、残りの２件につきましては１件が

民間というか自治会ということになります。もう１件が民間団体という言い方をさせていた

だいていますけれども、共同組合さんのところとの協定になりまして、こちらについては既

存の協定はあったんですけれども、運用上の一部見直し等も含めて、そういったことでの

１件。内容のほうを更新させていただいたという、追加したりとかというのがあったもので

すから１カウントさせていただいております。既存にあった協定の更新という形でご理解い

ただければと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。これ、協定の中で資機材であったり場所で

あったりいろんな部分があると思うんですけど、この災害発生時にどれだけ期待できるかと

いうのは、どんなふうに考えておるのでしょうか。馬渕部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長です。 

○分科会長（坪井仲治君）  どうぞお座りください。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  こちらの協定につきましては、もちろん災害の規模にもよる

と思います。例えば、菊川市だけピンポイントで受けたり、そういった企業に影響がなかっ

たりした場合には絶大な支援をいただけるかなというふうには思っていますけど、南海トラ

フみたいなああいった大きなものになってしまうと、やっぱり企業側も被災者になってしま

う部分がございますので、そちらについてはあくまでも企業さんのほうに無理のない範囲の

中でというようなスタンスで今考えているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  あともう１つは、土木関係の企業は今資機材を持たないところが

多くなって、重機をですね、ありますよね。リースですとか。その辺に関してはどういうふ

うな。馬渕部長。 
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○危機管理部長（馬渕啓介君）  資機材を持ってない、多分業者さんによっては例えば工事と

かを受けた際にそのときにレンタルをして借りてとか、そういうような今流れが多いのかな

というふうに思っていますので。自分たちもそういったレンタル会社とかとも協定を結んで

おりますので、そういうとこからの支援をいただいたりとか。そういうような形でその建設

業者の方が持ってない場合については次の対応というような形で考えていますし。例えば、

菊川の建設業組合さんの中ではその１社は持ってなくてもほかの業者さんが持っているとい

うものがあれば、そちらその建設業組合のほうでご支援をいただけるし、いただきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  分かりました。ありがとうございました。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。一応民間企業との締結協定なんですけれども、自

治会でやっているところもありますよね、民間と。そういうのってどのくらいまで危機管理

課のほうは把握できているんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  馬渕部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  全てにおいて把握はできていない状況でございます。ただし、

事前にこういった協定を結びたいと思っているんですけどっていうようなお話があったとき

に、間に入ったりとかそういった支援というのをしているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。よろしいでしょうか。いいですか。この件

に関しましてはよろしいでしょうかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番目、次に行きます。白松委員、お願いします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。９款１項５目大規模地震対策等総合支援事業費。今

後、出前講座を増やしていく必要を感じるが、その計画はないかお聞きします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理課長です。令和６年度は、実施回数35回以上を重点

事業目標とした中で37回実施しまして、目標は達成したと思っております。 

 ただ、回数の増加を図るために、地区防災連絡会や自主防災説明会にて周知を図っており

ます。 

 また、特にこちらから啓発を図る必要のある事項につきましては、市主催による例えば
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ワークショップや学習会、また研修会などにより、啓発しております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。白松委員。 

○４番（白松光好君）  実際、うちの自治会でも出前講座をやっていただいたこともあるんで

すけども、そういったのを継続してやられることによって、やはり住民の意識が向上すると

いうそういうこともあるもんですから、ぜひ続けていただきたいと思います。要望です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。関連であれば。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  では、７番目終わりまして、８番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレット11ページです。９款１項５目大規模地震

対策等総合支援事業費ということで、備蓄食料の更新とあるが、食品ロスを減らす観点から

更新時における活用の方法はありませんか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理課長です。更新時において、こちら菊川市防災資機

材備蓄計画の中に、更新・廃棄等に関する指針を設けておりまして、食糧・飲料水について

は、イベント参加者への配付や、あとフードバンクなどの活用を行っており、またセット食

から個食へ切り替えるなどにより、食品ロスの軽減を図っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  食品ロスということの観点ではないんですけども、１番の原子力の災

害防災のところで、市民への理解促進の成果というようなことも出てますけども、これ原子

力災害のときの地震というのが結びつくと思うんですけど。備蓄食料というのはその方法で

はなくて、各家庭でどのように備蓄させていくかというような啓発ということはされている

でしょうか。お願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  ローリングストックでいいかと思いますけど。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長でございます。後に出てきます防災啓発事業の

ところでの回答になってしますけども、各家庭の備蓄についてですけども、これまでも出前

養成講座等の呼びかけだったり啓発チラシの配付などを行っておる中で、令和６年度におい

ては南海トラフ地震情報、これが発令されまして、この発令期間中にＳＮＳ等で呼びかけを

行いました。こうしたやっぱり市民が災害に関心を持つ時期での周知というような効果があ
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ったかなと思っております。 

 また、これ令和７年度の話になってしまいますけども、今女性や親子に興味を持ってもら

えるように、今子どもたちに防災に関するイラストを書いてもらっておりまして。それを

スーパーマーケットとかで活用できないかなと。例えばスーパーマーケットに備蓄コーナー

みたいな形で設けてもらっているところがあったりするものですから、そういったところで

子どもが作ったものを活用することによって、女性だったり親子が興味を持ってもらえるか

なと。ちょっと今計画段階でありますけれども、そういったことも予定しております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。よろしいですか。 

 そのほかございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ、８番が終わりまして、９番目、赤堀委員、お願いします。 

○１７番（赤堀 博君）  大規模地震対策総合支援事業費と同じところですけれども、家具転

倒防止対策及び感震ブレーカー設置状況は。また、感震ブレーカーの高齢者世帯への設置の

無料化は考えられないか。お願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。令和６年度の設置状況ですけれども、家

具転倒防止が70件、感震ブレーカーが38件となっております。 

 感震ブレーカー設置事業費補助金については、住民自らが防止する取組、いわゆる「自

助」に対して、設置を促進するために、菊川市補助金等交付規則及び菊川市感震ブレーカー

設置事業費補助金交付要綱に基づき事業を実施させていただいております。あくまで設置主

体はご本人となりますので、補助金という性質上、一定の自己負担を伴うものとして制度を

構築しておりまして、無料化は難しいのが現状です。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  無料化はほかの人が言ってくれたので。それで、感震ブレーカー設

置の補助、上限２万5,000円でしたっけ。 

○分科会長（坪井仲治君）  笹瀬係長。 

○危機管理課主幹兼防災計画係長（笹瀬  君）  委員おっしゃるとおり２万5,000円になりま

す。 



－34－ 

○１７番（赤堀 博君）  うちも利用させていただきましたけど。（笑声）特に大規模地震等

の停電で、あと通電してからの火災が多いということで、ぜひ高齢者世帯だけじゃなくて全

世帯のこういったものも設置をいただきたいので、啓発活動もぜひお願いしたいと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  要望ということで。無料化の部分は私が書いたんですけど、高齢

者は間違いなくブレーカーを落とすことはできないと思うんですよ、上げ方向ですよね、落

とすということは。ということで、廉価版もありますので、どうか進めていただいて。7,000

円くらいでできるところというやつありますので。一面もそれから火災で延焼等もあります

ので、ぜひとも考慮いただけるとありがたい。要望でございます。 

 そのほかはございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ次、10番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの12ページの国民保護計画費ということ

で、協議会が未開催で執行ゼロ。「危機事案がなかったため課題なし」とあるが、国民保護

訓練は行う考えはないか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。国民保護計画は武力攻撃事態等を想定し

ておりまして、国や県、市の行政機関や公共機関と連携し取り組むこととなっております。 

 武力攻撃等を想定とした訓練は実施しておりませんが、市が行うこととして、職員の参集

訓練及び対策本部設置運営訓練、警報・避難の指示等の内容の伝達訓練、また情報収集訓練、

避難誘導訓練及び救援訓練などが想定されるんですけれども、地震を想定とした訓練でも同

様の訓練を実施しております。また、国や県が行う訓練があればまた連携を図ってまいりま

す。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  今おっしゃったように、確かに同じような訓練になると思うので、防

災と。それをしっかりやっていけばいいと思うんですけど。実例を調べたら、下田市が国と

連携して弾道ミサイルの避難訓練をどうもやるのかやったのかという状態なんですが。ああ

いうのは、モデル開催になるんですか、それとも本当にやりたくてやったんでしょうか。も

し分かれば教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  どうですか。戸塚危機管理課長。 
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○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。すみません、僕も初めて知って、情報は

なかったんですけど。今おっしゃったように、あくまで武力攻撃になりますと、菊川市も国

の管理下というか、指示系統の一部になりますので、国と連携した訓練でないと、あまりこ

の武力攻撃というのは意味がないかなと思っていますので。そういった国と連携する訓練と

か、それで開催可能なら僕らも率先して手を挙げていきたいと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  馬渕部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長です。直接国民保護には関係ない、関係あるっ

て言えば関係あるんですが。定期的にＪアラートの訓練をやらせてもらっています。そちら

は国から来た情報を市の同報無線を立ち上げてすぐに流せるというような。それも一応国民

保護の関係の訓練を定期的に実施をさせていただいているところでございます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁ありがとうございます。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。１つ気になったのが、危機事案がなかったためとい

うことなんですけど。これはしなかったのか。であれば、さっき下田市のやつなんですが、

下田市のやつは県と市が合同で訓練をやったというものになるんですが、市民からもこれま

で知らなかった身を守るための、やっぱりミサイルとかって地震とかとは避難方法とかが変

わってきたりするので、これ多分そういう事態が発生しそうになってから周知してもなかな

か特殊で周知って難しいと思うので、何年かに１回とかこういうのもやってみるっていうの

はいいんじゃないのかなと思うんですが。そういう考えっていうのはありますでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  いかがでしょうか。馬渕部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長でございます。 

 国民保護の関係、弾道ミサイルの関係につきましては、基本的には今想定されているのが

北朝鮮の弾道ミサイルというような形がメインになってくるのかなと思っております。そち

らの訓練方法につきましては、まだ自分たちのほうで詳細がつかめてない部分がございます

ので、情報収集とかする中でちょっと研究を進めていきたいと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいでしょうか。プレスセンタービルへ旅客機が突っ込んだ
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とき、911でしたか、あのとき旅客機が３つくらい、２つくらい行方不明になったという話で。

あれもまさしくもしかしたら日本へ来る可能性もあるということで。なかなか難しいですよ

ね。ああいうところは攻撃しないんです、攻撃目標ではない。そういうことです。 

 これ、よろしいですか、10番目は。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  では、次にいきます。11番目、石井委員お願いします。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。９款１項５目防災啓発事業費で、屋内開催にしたこ

とによる参加者の影響はということで伺います。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。こちらのほう令和５年度に実施しました

ワークショップで、屋外で行う防災アウトドア術を計画しました。しかしながら、連日の熱

中症警戒アラートの発令によりまして危険な暑さが見込まれたため、参加者の安全を最優先

して屋内開催に変更いたしました。 

 参加者の体調管理ということができましたけれども、やはり当初計画していたテントの組

み立て体験は省略させていただきました。 

 そのため、令和６年度では熱中症対策として、当初から屋内で開催する内容として検討し

ました。引き続き熱中症対策が必要であるため、開催時期だったり時間などを考慮しまして

取り組んでまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  令和６年度は屋内での開催ということなんですけど、テントの組み立

てとかはなくなったという感じなんですか。テントの組み立てとかも重要なファクターにな

ってくるのかなと思うんですけど。屋内でもやり方次第でやることができるのかなと思うん

ですけど、屋内になったことによって、本来やろうと思っていた内容がちょっと減ったりと

か変わったりとかしたことがあるのかなと。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。本間係長。 

○危機管理課防災対策係長（本間  君）  防災対策係長です。 

 年内については、先ほど課長が申したとおり、屋外でやるつもりだったのでテントという

ことがありますけれども、令和６年度は屋内の訓練でしたのでテントの組み立てのほうは予

定をしておりません。 
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 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

 私、一般質問冒頭でちょっとしゃべってしまったんですけど、今回の総合防災訓練、参加

者の健康をということで10月に開いているんですけど、やっぱり暑い時期での訓練というの

は絶対必要だと思うんです。そういうときに災害が起きないとは限りませんので。それでも

準備さえすれば、熱中症の危険もないと思いますので、それなりのテントを張ってみたりそ

ういうことも一般の訓練で必要になると思いますけど、そこら辺りはどうなんです。そうい

う環境下での訓練をやる意義というんですか。いかがでしょうか。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。対象とする方の問題もあるかなと思って

いまして、例えば職員に関しましては、僕は時期をいつでもやるべきだと思っておりまして。

また、総合防災訓練も地域防災訓練でも地域の方にお願いするものがあります。その中で、

ある程度考慮した中で考えていかなければいけないかなと思っております。 

 あと、ワークショップに関しましては、やはり子どもとかを対象にしますので、やはり安

全は最優先かなと思っております。先ほど質問あったとおり、基本的に夏休みはやはり周知

しやすい、やりやすいんですけれども、時期を変えた中でテントとか、時期にあった内容と

いうのが考えられるかなと思っておりますので、その対象者だったり内容だったりというの

は検討していくべきかなと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  総合防災訓練は夜間にやるという発想はございませんか。 

○分科会長（坪井仲治君）  馬渕部長、すみません。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長でございます。今回ですね、総合防災訓練の日

が変更になった経緯としますと、まず静岡県のほうで、県の総合防災訓練を熱中症対策とい

うことで10月に動かしますよというような動きが、まずありました。そちらについては、市

としますと県が熱中症対策の配慮をしているという事実がありますので、その事実に市が従

わないこと自体がないだろうというような形で、現時点は10月に動かさせていただいている

ところでございます。 

 ただしですね、先ほど課長も言ったように災害については、いつ発生するか分からない、

寒い時期にも発生しますし、暑い時期にも発生する、１年中いつ発生するか分からない中で

どのタイミングで、どういった災害が発生したことによって対応しないといけないというこ

とはその都度、その都度変わってくると思います。だもんですから、訓練の時期につきまし



－38－ 

ては、基本的には今は10月というような形では考えておりますけど、今後の動きの中でです

ね、そこら辺についてはいろいろ検討する中で、例えば職員向けの訓練はいつやって、自主

防災会宛ての、対象の訓練はいつやってとか、そういうような訓練全体のですね、スケジ

ュールとか、そういうものを再検討、再検証していく必要があると考えています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございます。そのほか、ございますか。よろしいです

か。じゃあ、続きまして12番目、藤原委員お願いします。 

○６番（藤原万起子君）  ９款１項５目ですね、防災啓発事業費を出すところです。菊川市防

災士委員会への謝礼について、回数と参加人数をお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。令和６年度の防災士会への依頼回数は全

11回、人数が48人の防災士の方に出役をいただきました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  これ、報告された人数が48人ですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  報告書をいただいた人数となります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

 再質問もいいですか。ほか、ないですか。 

○６番（藤原万起子君）  いいです。 

○分科会長（坪井仲治君）  防災士会のあたりはよろしいでしょうか、じゃあ、次、参ります。 

 13番目でございます。私です。同じ款項目です。 

 防災講演会等で防災意識の向上を図っているが、各家庭での食料、資機材の備蓄は進んで

いないのが現状であるが、ちょっと言い切っちゃってますけど、改善策はということで答弁

をお願いします。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。すみません、この答弁は先ほどの渡辺議

員の質問と同様になりますけれども、追加として私の思いをちょっとお話しいただきますと、

今７日間の備蓄というふうに言われています。７日間の備蓄される方、だんだん増えてはき

ていますけども、今まで３日間備蓄された方が７日間に移行するだけであって、３日間の方
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が今度減ってきているかなと。その中で、やはり一定以上、１割ぐらいはゼロという方もい

らっしゃいます。その中で今後、１日から２日、この方をいかに３日に上げていくかという

ことかなと思ってます。 

 もしかしたらこの方、もともと食料を持っていて それが備蓄品だと感じていない方もいら

っしゃるかもしれません。そういったとこから、まずは普通のお米でも備蓄品にはなると思

いますし、アルファ化米じゃなくてもいいんだよということも含めてですね、先ほど言って

いたような親子とか女性とか、スーパーマーケットとかで組んでそういったところをまず啓

発しながら３日を目指していきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。先ほど坪井委員も言ったんですけど、ローリング

ストックという感じの感覚はあるんですけれども賞味期限、消費期限の関係とかがあるので 

そこをもう少し重点的に啓発していっていただけたらなと思うんですけど。結局１日、２日

分ということでストックとして置いておこうねという意味で多分言われていると思われるん

ですけど、防災備蓄として置くのではなくて。なので賞味期限、消費期限の入れ替え時期を、

例えば防災訓練のときにやりましょうとかそういう啓発活動もお願いできたらなと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。最近、ここ数年、防災訓練時に１階ロ

ビーのほうで備蓄品等の展示をしながら啓発もしていますので、またそういったことも引き

続きやりながら内容等も見直しして、啓発のほうは図ってまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  伝わったと思うんですけれども、多分自宅にもう備蓄してあって安

心している方の賞味期限、消費期限が切れているというところを言いたかったので、すみま

せん、そこを追加しておきます。 

○分科会長（坪井仲治君）  しっかり置いてあるものを把握していただくということですね、

消費期限の表示をしっかりすればいいと思います。水なんかが結構長いんですけども切れち

ゃう場合があるんですけども。部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長です。このローリングストックもそうですけど、

備蓄、個人個人の日頃の備えの部分につきましては、自分たちとすると、先ほどの課長も言
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ったようにですね、例えば大きな災害が起こった直後とかそういうようなタイミングも必要

ですけど、地道に継続的に周知啓発していく必要があると思ってます。そういった部分につ

きまして、出前行政講座でもそうですし、防災ワークショップでもそうですし、そういった

あらゆる機会を利用して日頃の備え、個人個人の備えにつきまして、継続的に地道に周知し

ていきたいと考えておりますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。各家庭、これ、習慣付けになるのが本当に一番

いいかと思います。 

 じゃあ、13番目終わりまして、14番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの15ページです。９番以降も放射線防護

施設管理費ということで、施設の機能を維持するための計画的なメンテナンスについては具

体的な計画内容、点検頻度、予算、担当部署間の連携などと令和６年度の実施状況はどうな

っておりますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。施設の機能を維持するために毎年度1回、

陽圧浄化ユニットや非常用発電機、電気系統などの保守・点検を実施しております。また、

定期的に備蓄食料や軽油の更新も行っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。再質問ございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  陽圧ユニットがある放射線からの守る施設ですけども、具体的にどの

程度のものがどの程度の時間避難できていられるものなのか、あの程度ってのは悪いですけ

ど中に入ってみると意外に簡易的なものなので、どうなのかなと思うんですけど、どの程度

の性能を有するものなのかちょっと理解していないので参考までに教えていただいて。 

○分科会長（坪井仲治君）  すごいぼやっとした質問。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長でございます。施設の要件としまして放射線を

95％以上遮断することが求められておりまして、先日フィルターのほうを認めいただいたん

ですけど、あちらが確か99.5％ですかね、を除去するようになっております。 

 先ほど軽油の更新と言いましたけども、非常用発電機で今３日分は稼働できるようになっ

ております。ただ、常設の電気を引っ張っておりますのでそちらが使えればずっと使えるよ

うになります。あと、３日過ぎたらどうするかとなりますと、備蓄食料も３日分なんですけ

ども、例えば備蓄食料だったり、軽油だったり、補充していきます。つまり、３日以上は稼
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働できるように考えております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ありがとうございます。放射線じゃなくて放射性ヨウ素で、放射

性物質の除去で99.5％、活性炭フィルターはもうちょっと９が並んで、９が６つくらいにな

るんですね99.9999ぐらい。そこら辺出ると思いますけど。 

 だから、直接線は建物では防護できませんので、コンクリート壁とか必要ですね、直接線

の影響はありませんので、５キロも離れています。燃料がもったいないですよね、排気交換

ですね、この場合ありました。これに関してほかに御質問。７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。今回上程されてますけど、フィルターですね、これ

って更新の頻度って何年おきぐらいに交換するのか。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。今度のフィルターは５年になります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほか、よろしいでしょうか。じゃあ、次は15番 藤原委員お

願いします。 

○６番（藤原万起子君）  ９款１項５目です。防災対策総務費です。 

 ふじのくに防災士養成事業補助金の募集人数を教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。こちら、過去の実績や防災指導員への周

知した際に指導員さんの反応など考慮しまして、令和６年度は２名を募集人数としました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。経費のほうなんですけれども、一応実績が２名と

いうことで、本年度も２名の予算を取っているということなんですけれども、積極的に活用

し連携を図っていきたいということで、多くの方に防災士の資格を取っていただきたいと思

いまして、もう少し予算取りを、多くの人数の予算取りをすることはできないかお答えくだ

さい。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。予算の関係になりますので確約ができる

ものではございませんけれども、今までもコロナの関係でやはり周知ができなかったという
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実績があります。今やっと皆さんに周知をかけられる時期になったかなと思っております。

先ほど、申したとおり防災指導員さんに声かけしてやはり反応を見ながらとか、ほかの団体

の方でも率先して取っていただける団体もありますので、そういったところの情報をお聞き

しながら、危機管理課としては予算を要求してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。実は先ほどの質問がここに活きてくるんですけれ

ども、出前講座防災士会が結構11回、年11回ということで1か月換算にすると11か月分なんで

すけれども、２回なんですけれども、実はやはり防災の啓発の時期であったりとか、年度が

変わった頃とかに結構集中して、48人とはいえ、事前準備と後の準備とかもいろいろあるの

で、皆さん是非多くの方に取っていただいて一緒に啓発活動を、一緒にやっていただきたい

なと思い、今回の今、まさに講座をやっている最中なんですけれども、女性と若者の参加が

すごく受講者に多いらしくて、なので、菊川市も是非、学生であったりとか若者であったり

とか、意外とＢコース、土日コースだったら取れるので、女性とかそのあたりにすごく参画

を推進していただきたいと思いますが、何か手だてはありませんか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁よろしいですか。学生ですとか、女性。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。防災士というか全体的に女性の参画とい

うのはどの分野でも必要かなと思っておりまして、今度、危機管理課としても女性対象の

ワークショップっていうものを開催していきますので、またそういったところでこういった

防災士等のほうも、啓発もしてまいりたいと思います。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁よろしいですか。10番 東委員。 

○１０番（東 和子君）  すみません、関連して質問させていただきます。防災士の資格を取

るには研修が必要だと思うんですけどもね、こういうのって、今女性も働いている時代だと

思うんですよね、そうしますと企業の協力とかが必要だと思うんですよ。そこら辺はどうい

う形で対応しているかを伺います。 

○分科会長（坪井仲治君）  受講に関してですかね。 

○１０番（東 和子君）  防災士の受講です。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長でございます。市主催ではないものですから、
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その改善というのは難しいんですけども、さっき藤原委員から話があったように平日コース

と土日コースとかがありますので、そういった就労されている方は、そういった土日コース

で参加していただければなと思います。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  10番 東委員。 

○１０番（東 和子君）  10番 東。そうしますと企業のほうにも協力を得るということで啓

発活動をしているというふうに理解すればよろしいでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  今の答弁はちょっと違う話で、土日コースであれば勤めている方

でも受講できますよとそういう答弁です。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。今の段階でこちらから企業に対して防災

士の啓発というのは特別、企業に対してはやっておりません。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  この企業の中で防災士の資格を要求されているような企業ってあ

るんでしょうか、把握はありますでしょうか。あまり聞かないと思うんですけど。部長、ど

うぞ。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長でございます。すみません、大変申し訳ないで

すけど、市とすると企業さんで防災士をどれだけ今登録されているかとか、もうその免許を

持っているかとか、そういった部分について把握できていない状況でございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  この件に関しましてほかにございますか。 

 じゃあ、続きまして16番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの17ページになります。９款１款５目の

自主防災組織事業費で防災指導員研修を実施したとあるが、参加者の満足度など成果をどの

ように把握しているかお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。菊川市防災指導員は３年を任期としてお

りまして、現在31名が活動していただいております。市主催の指導員の研修会を年４回開催

しておりまして、令和６年度は延べ97名が参加していただきました。 

 講師は自衛隊や消防署、防災士などの専門知識を有する講師に派遣を依頼しまして、関心

や興味を持っていただけるような研修会を企画しております。 

 また、防災指導員からも、要望などあれば研修内容に反映させて、よりよい研修会になる
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よう努めております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  任期３年の防災指導員ですけども、引き続きやってもらったほうがい

いなというところがいろいろあるので、再任率というか、続けられている方、長くやってい

られる方とかいらっしゃいますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  本間係長。 

○危機管理課防災対策係長（本間  君）  防災対策係長です。防災指導員の中で長くやられ

ている方はいらっしゃいます。あくまでも地区のほうの選出が多いものですから、きちきち

３年で代わる方もいらっしゃいますし、そこは地区性が出ているのかなと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○８番（渡辺 修君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  このあたり、ほかに質問、関連でございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  ないようですんで、17番目、私でございます。同じ款項目で、情

報伝達・避難体制対策事業ということで、ＡＩを活用した災害情報システムの有効性はとい

うことで答弁をお願いします。 

 戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。ＡＩを活用した災害情報システムについ

ては、令和６年度に導入させていただき、１年間における本市に関する投稿は92件でした。

そのうち風水害に関するものは５件でした。 

 本システムの有効性としましては、これまで市民等からの直接の情報提供に限られていた

被災状況、被害情報をＳＮＳ等への投稿内容から瞬時に情報を得ることができるといったこ

とに加えまして、本市における事象以外も、他県の、例えば、協定先の自治体の被災状況等

の確認などの効果もありました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  使えそうだということ、今後。情報数、最低の情報数って係数多

分あると思うんですけど、どのぐらいの情報が集まれば信頼性が上がるとか、そこら辺は使

ってよろしいですか。 
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 戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。どの程度の信用性というのは難しいです

が、その信用性を得るためにＡＩを活用はしていますので、１件でも信用性は高いとは思っ

ておりますけれども、ただ、本市に、先ほど言ったように情報が少な過ぎる。１年間で５件

しかないというのは、やっぱり情報収集としてはちょっと薄いのかなと。その情報を得るた

めに、職員が配置しなければいけない。年に５件に対して職員を１名派遣というのは、ちょ

っと費用対効果としては薄いのかなと思っております。 

 また、今後こういったシステムがもっと活用されたりとか、技術革新が進めば、また検討

できるのではないかなと思っております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  すみません。６番 藤原です。申し訳ないですけど、これどういっ

たシステムなんですか。市民から５件あったということですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。ちょっと説明が長くなっちゃうかもしれ

ませんが。普通の市民の方がＳＮＳに投稿します。これ投稿した内容で、例えば、位置情報

が入っていれば、菊川市って分かるものですからいいですし、例えば、建物やそういったも

のを判断して、菊川市と判断できれば、菊川の情報として上がります。ですので、皆さんが

普段使っているＳＮＳ、ＬＩＮＥだったり、フェイスブックだったり、そういったものを全

部集約して上がってきます。本当の災害だというのを判断するのにＡＩを使っていまして、

それが判断されれば、また人の目でも確認するとは言ってましたけども、確認されればこち

らに情報が上がるという形になります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  もしそれでしたら、投稿するようでしたら、位置情報とかつけて投

稿すれば全部上がってくるということですね。フェイクもあるので、そういうところをＡＩ

が判断するということになるんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  先ほど申しましたとおり、フェイクの部分をＡＩや、例えば

目視でも確認する情報になります。 
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 ただ、私たちも市民の方に災害時に写真を撮ってくれというのは、やはり啓発ができない

ものですから、この件数を上げていくというのは、ちょっと難しさはあるんじゃないかなと

いうふうに、そこも課題の１つかなと思っております。 

 以上です。 

○６番（藤原万起子君）  ありがとうございました。 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  関連でなんですが、今回の台風の災害で、やっぱり住民の方から寄せ

られた意見で、情報がやっぱり、今、ＳＮＳから拾ってくるってことがあったんですけど、

一般の人たちは逆に情報少ないんじゃなくて情報が多過ぎてるみたいで、どこの情報が正し

い情報なのかというのをいまいち判断しかねる。そういう中で、例えば、市が出しているオ

フィシャルの情報も、取得源がいっぱいあった中で、どこを見れば一括に全ての情報を集約

して得られるのかというのが、ちょっと分かりづらいという意見が寄せられまして、そうい

う中で、今後、今回この情報発信のシステムというところで、どのように市民に対してＡＩ

とか使って収集して、オフィシャルの情報として発信していくというところを改善していく

のかなというところが、何か今後の見通しみたいなのがあるか伺いたいんですが。 

○分科会長（坪井仲治君）  馬渕危機管理部長。 

○危機管理部長（馬渕啓介君）  危機管理部長でございます。そちらの情報発信につきまして

は、災害に限らず、色々な部分で必要だと考えております。情報発信の担当している市長公

室で取り扱っている部分もございますし、危機管理課とすると、例えば、情報発信のメイン

として考えられるのは、同報無線、同報無線とセットになるのが茶こちゃんメールというよ

うな形で、先日も石井議員さんの一般質問のほうでお答えさせていただいた内容とダブるん

ですけど、そういったことで考えています。 

 それに付随するＬＩＮＥとか、ほかのＳＮＳにつきましてのその情報の発信のルールとか、

そういったものをもう一回再検証していきたいと考えております。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  要望とか別になくて、ＳＮＳに関してなんですけれども、今回、危

機管理課から上がってきた５日間にかけて、大雨注意という水色の啓発のＳＮＳで上がって

きたのなんですけれども、台風、大雨が来る前に命を守る３つの確認というのが上がってき

たの、これ、すごく分かりやすくて、よくまとめられててよかったので、皆さんにもっと、
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これでもすごいこの時点で出た時点で、どういう行動をするかとか、情報をどこから取って

くるかとか、ものすごく入っていて、カラフルの割にはとても見やすくできていて、すばら

しくて、こういうのをもっと啓発できたらなと思いました。 

 以上です。感想です。 

○分科会長（坪井仲治君）  お褒めの言葉を頂きました。いいですか。この件に関しましては、

以上でよろしいでしょうか。 

 次に行きます。次も私でございます。すみません。執行率56.9なんですけど、事業費の内

訳はということで、よろしくお願いします。 

 戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。こちら、県から貸与されている原子力防

災車両に関する予算となりますが、内訳は燃料費とあと６か月点検による修繕料となります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  燃料の部分が少なかったということでよろしいでしょうか。 

 戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。執行率が低かった理由としましては、当

初、念のためのバッテリー交換も見込んでおりましたけれども、そちらのほうが不要になっ

たということで、執行率のほうが低くなった。 

○分科会長（坪井仲治君）  点検費用が少なくなった。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  はい、そういう感じです。 

○分科会長（坪井仲治君）  それはよろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  危機管理課の最後でございます。19番目、白松委員、よろしくお

願いします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。15款２項１目で、タブレットが20ページ。新しい地

方経済・生活環境創生交付金、調定額ゼロの理由を少し教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。本交付金は、国の補正予算が令和６年12

月に成立しまして、本市においても、２月補正予算で計上させていただいたものになります

が、事業が繰越明許として令和７年度に実施となっており、それに付随したものとなります。 

 以上です。 
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○４番（白松光好君）  結構です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○４番（白松光好君）  はい。 

○分科会長（坪井仲治君）  これはよろしいですね。 

 一旦課ごと切りますので、危機管理課に関しまして、事前提出のものは以上でございます。 

 危機管理課の決算に関しまして、全体を通して何か委員のほうからあれば。８番 渡辺委

員。 

○８番（渡辺 修君）  先ほど締結した３団体の説明を受けたんですけども、市長の駒沢大学

の出身の方の連携という話は、結局、その相手方も、市長が代われば、そこで終わりになる

わけでしょうか。そして、こちらも市長が代われば、そこで終わりというような締結なんで

しょうか。その辺を教えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  戸塚危機管理課長。 

○危機管理課長（戸塚千尋君）  危機管理課長です。こちらのというわけじゃないですけども、

協定は全て、解除する場合は、どちらからか連絡が受けてからの解除になりますので、市長

が交代したから解除となるものではございません。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。全体を通してはございませんか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  いいですね。分かりました。ということで、課ごと切ります。 

 以上で、危機管理課の決算審査を終了いたします。 

 続きまして、防災強靭化室の決算審査に移ります。ということで、事前提出１件出ており

ます。20番目のところで藤原委員、よろしくお願いします。 

○６番（藤原万起子君）  ９款１項５目市役所敷地一体防災対策強靭化事業費です。独立した

災害防災棟の整備に当たり、来床者の駐車場の確保はどうなりますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。八木防災強靭化室長。 

○防災強靭化室長（八木 剛君）  防災強靭化室長です。来庁者の駐車場の確保についてです

が、こちらに関しましては、現在の駐車場台数と今後の予定についてちょっと説明をさせて

いただきます。 

 まず最初に、強靭化事業着手前の駐車台数ですけれども、こちらは127台となっておりまし

た。現在の駐車台数に関しましては、外壁改修工事により既存の駐車場の約半分が使用でき
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ない状態となっておりますが、旧町部地区センターの跡地及び北館跡地の仮駐車場を合わせ

まして163台となっております。この本庁舎の外壁改修工事完成後に予定しております災害対

策本部棟と堀之内体育館新築工事が着手されますと、体育館周りと北館跡地の仮駐車場が使

用できなくなるため、駐車台数は134台程度となります。 

 その後、災害対策本部棟と堀之内体育館完成時、こちらになりますと、体育館の南側と災

害対策本部棟の東側に19台程度の駐車場が整備されますので、本庁舎北側の既存駐車場の駐

車スペースは狭いままとなりますが、全体の駐車台数は150台程度となります。 

 新築工事完成後に本庁舎駐車場整備に入り、旧町部地区センター跡地の仮駐車場の本整備

と本庁舎北側の既存駐車場の駐車スペースの幅を2.2メートルから2.5メートルに拡幅する工

事を実施します。これにより駐車台数は20台程度減少することとなり、敷地内の駐車台数は

135台程度になる予定でありますが、来年度、予定しております駐車場の本整備の実施設計、

こちらのほうで、本庁舎と本庁舎北側、既存駐車場の間にある連絡歩道部分、こちらの一部

を駐車場に転用するなどの検討を行い、費用対効果を十分に考慮しながら、駐車台数の確保

をしていきたいと考えております。 

 以上となります。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  駐車場の幅を言おうと思いましたが、言っていただけたのでありが

たいですが、今、心配されているのが、体育館と防災棟の工事期間中が、多分建築現場の棟

も建つだったりして囲まれたりするので、多分そういうところで駐車場の台数がかなり減っ

てくると思うんですけれども、そちらはどうなります。 

         〔「134」と呼ぶ者あり〕 

○６番（藤原万起子君）  134がそれ、それが134。すみません。ありがとうございます。大丈

夫です。それが134なんですね。分かりました。ありがとうございます。 

 いいですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  どうぞ。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ちなみに、建築現場の監督というか、棟はどの辺りに建つんですか。

体育館とあれやっているときに。 

○分科会長（坪井仲治君）  八木防災強靭化室長。 

○防災強靭化室長（八木 剛君）  防災強靭化室長です。現場事務所に関しましては、今、外

壁ですと敷地内にあるんですけれども、今度の新築工事のときに予定しているのが、白翁会
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さん、今、解体しているところ。あそこをちょっとお借りして、現場事務所と仮の資材とか、

そういうのを置くようなところで使おうと考えています。 

 以上です。 

○６番（藤原万起子君）  ありがとうございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  それで、前部長、あそこじっと見ている。 

○６番（藤原万起子君）  そう、私もそう、よく見てるなと思った。 

○分科会長（坪井仲治君）  ここも見てましたけどね、こっちのレンガのところも。 

○６番（藤原万起子君）  分かりました。ありがとうございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  事前提出分は以上ですが、防災強靭化室の決算全体を通しまして

ございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○分科会長（坪井仲治君）  以上で防災強靭化室長の決算審査を終わりますということで、危

機管理部、全部終わりました。執行部の皆さんありがとうございました。 

 続けて、よろしいですね。ただいまから、委員間の自由討議を行いますということで、危

機管理課のほうからやっていきますので、よろしくお願いします。 

 ４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。ＡＩのところがあったんですけども、ＳＮＳ、災害

情報の発信とかいう話だけ断片的に聞くと、なるほどいい活用だなと思うんですが、実際そ

れって受動的な情報提供であって、能動的な災害対策の確認という意味で考えると、市が独

自、危機管理課が独自で、例えば、ドローンを飛ばして災害状況を確認するとか、そういっ

た点も今後は必要になってくるかなと思いました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  情報収集のところですか。 

○４番（白松光好君）  そうです。 

○分科会長（坪井仲治君）  ドローン。ちなみにドローンの契約は一応してありますか。 

         〔「エアーピックス」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  まだまだ実践までは行ってない。 

         〔発言する者あり〕 
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○分科会長（坪井仲治君）  そのほかございますか。どんどん上げてください。８番 渡辺委

員。 

○８番（渡辺 修君）  家具の転倒防止対策とか、感電ブレーカーとか、やっぱり説明を受け

た中でもまだまだ足りない。これはとにかく災害を拡大させるということのもとになってし

まうので、ぜひともこれは啓発と、実際にもっとしっかり動いて、数字を上げていかないと

いけないなということは強く感じます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  先ほどの藤原さんの駐車場の説明でいろいろ台数が出てきたんですけ

ど、これ台数がこうだよという話だけなんですけど、実際に災害になったときに、想定して、

どのぐらい本当は必要なのかとか、車はこのくらいしか入れなくて、何かあるときに、一般

市民が殺到した場合に困るよというような、そういう話まで持っていって、想定というもの

はつくっていかなきゃいけないなと思うんです。いろんな被害の想定とかもあるんですけど、

この大事な防災棟の前の状況というのを健全に保って運営していくためには、駐車場の不足

というものも大きな問題になると思うので、その辺の想定、どうしたらいいか、そのときに

車はどうはかすだとか、そういうことも計画に入れていったほうがいいかなと思うんです。 

○分科会長（坪井仲治君）  これ駐車場自体は、一般市民は想定はしてないです。自衛隊とか

そういうところですので。 

         〔「今言おうとしました。一般市民は入れない」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  だから、給水をするとか、給水車が来て給水するとか、そういう

ところでしょうね、多分。 

○６番（藤原万起子君）  ただ、むげに帰っていただくこともしにくいので、ちょっとと思っ

ていました。でも、入れない。 

         〔発言する者あり〕 

○６番（藤原万起子君）  市の体育館も避難所になってない、ここは。 

○分科会長（坪井仲治君）  今度堀之内が新しくなると利用者が増えますので、そういう利用

者がかなり、今もそうなんですけど、この駐車場を利用されている方、体育館の利用者が多

いですから、そこら辺をどういうふうにするか。 

○６番（藤原万起子君）  あと、あっちの東館の利用者もこっちに停めるので。 

○分科会長（坪井仲治君）  そうですね。東館はもう限られていますので。 
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         〔発言する者あり〕 

○８番（渡辺 修君）  この前の、この回じゃなくて、何か設置率が県下最低だったという話

が出たのは何でしたっけ。 

○７番（石井祐太君）  それはあれじゃないですか、住宅の火災報知器じゃなかったですか。 

○６番（藤原万起子君）  火災報知器が県下最下位。 

○７番（石井祐太君）  今回70％。 

○６番（藤原万起子君）  県が90何％あちこちつけているので。 

○分科会長（坪井仲治君）  17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  感震ブレーカー、市の補助金を使ってあっても５万円ぐらいかかっ

ちゃう。家電ショップで１万円程度でつくのあるのに、そういうのを使ってもらってとかす

れば、もっといいと思っている。もうつけた後、そういうのを知った。難しい。 

○分科会長（坪井仲治君）  7,000円であります。 

○１７番（赤堀 博君）  そういうのをもっと啓発して、商品紹介してほしいと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  下に置いてあるあれが駄目ですよね。 

○６番（藤原万起子君）  地元の企業なんて、ここで作っているしかも。 

○分科会長（坪井仲治君）  それは作っている。分電盤も作る。 

○６番（藤原万起子君）  ということです。 

○１７番（赤堀 博君）  ぜひ安価でそういうものあるもんですから、そういうのも。 

○分科会長（坪井仲治君）  高齢者のお宅に普及という面では、本当に廉価でないと普及しな

いと思いますんで、間違いなく。 

○６番（藤原万起子君）  1,000円で球が落ちるのがあるので、それでも十分。 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。３番の防災ステーションの活用について、これ場所

が分かりづらいと書いてあるんですけど、本当にそのとおりで分かりづらいんで、何かやっ

ぱり防災系のものって、資機材もそうなんですけど、日頃から使うことによって、災害時、

実際に自然に使えたりするのかなと思うんで、この防災ステーションの活用方法については、

どんどんいろんなことに使えるよという幅を広げていってもらいたいなと思います。 

○分科会長（坪井仲治君） 感震ブレーカーなんですけど、中電のちょっと関連会社で作っ

ているやつは、強制的に地震が揺れを感知して、あるものが動作して地絡しちゃうんです。

地絡するともうブレーカーが落ちるんです、電流が流れる。そういうような構造のやつで割



－53－ 

としっかりしたやつです。重りが落ちるとか、あれはちょっといい加減なもんですから、そ

れよりもしっかりしたやつで、しかも安くというか、7,000円ぐらいですから、補助が出ると

本当に安い金額でつけれます。 

○７番（石井祐太君）  アースということですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  そうです。グランドさせちゃうんです。地絡するんです。 

○分科会長（坪井仲治君）  そのほか、もう少しある。17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  藤原さん、教えてください。菊川市はふじのくに防災士というのは

何名いらっしゃるんですか。 

○６番（藤原万起子君）  菊川市ですか。多分全体は把握してないですけれども、防災士委員

会は二十数名いますけど、多分、例えば、持ってらっしゃるし、意外とちらほらいます。自

主防災会に入った方が取りにいかれる方もいらっしゃるので、市の補助金使ってもらうと、

その方は上まで上がってくるので分かるんですけど、最近の方は、県から情報をもらって、

危機管理で把握できてるんですけれども、最初のほうの方は、県の危機管理のほうも人数を

把握できてない、どなたが持っているか。 

○１２番（織部ひとみ君）  年齢層は関係ない。 

○６番（藤原万起子君）  年齢は関係ない。大学生くらいからみんな取っている方もいらっし

ゃるので、高齢で今80代の方も持ってらっしゃるし。 

○１２番（織部ひとみ君）  全体的な流れとして、どういう層が多いとか。男性、女性と。 

○６番（藤原万起子君）  70代が多いと思います。ほぼ男性、女性は１割ぐらい。 

○１７番（赤堀 博君）  それで、県の補助を頂く、菊川市は年間２名しか受けられない。今、

藤原さんが言ったように、自主防災会で、女性の方とか、土日とか、そういうのもあるもの

ですから、そういう自主防災会、今、菊川市の自主防災会の女性の役員のパーセンテージが

10％以下だということで、県も30％以上にしてほしいという要望もあるもんですから、そう

いったのを自主防災会のトップのほうの役員がそういうことをちょっと認識していただいて、

防災費、そういったものを増やしていただくといいなと思いました。 

○６番（藤原万起子君）  年２回開催してくれるといいんですけど、１回しか開催してくれな

いの県が。毎回同じ９月にやるので、今の時期に、そこは出られない方は本当に取れない、

一生。今やってる。 

○１２番（織部ひとみ君）  ７月か８月だよね、募集が。 

○６番（藤原万起子君）  募集がそう。７月の終わりから８月にかけて募集をかけて。 
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○１７番（赤堀 博君）  ひとみさん、いつ取った。 

○１２番（織部ひとみ君）  私は、議員になって、もう即、うちは党が入らなきゃいけない。

やらないといけない。そういうあれがあった。 

○分科会長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。災害協定のことなのですが、ちょっと駒沢大学につ

いてはよく分かんなかったんですけど、実際にどのような状況を想定しての協定になるかと

いうとこまで踏み込んだ想定で協定をむすんでもらえればいいのかなと思ったんですけど、

どうなんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  それなかなか意見言いにくいんですけど、協定書によっては、ぼ

やっとした協定書で、人的なものは、資機材であったり、いろんなものを提供するのを具体

的に書いてない協定もあるんです、協定書。私の入っているライフでも、まさにそれなんで

すね。何を出すの、出してくれるのというところが。だから、なかなか詳細には決められな

い部分があると思うんですけど、田子重さんなんかは、これを貸します、対応しますと具体

的にあったり、企業のほかの駐車場を貸しますよみたいなのが具体的にあります。 

○６番（藤原万起子君）  あとは、もうトラック協会がトラック出すよとか。 

○分科会長（坪井仲治君）  市議会なんかは、家屋の関係のあれということで。 

○７番（石井祐太君）  具体的には想定、ある程度は。 

○８番（渡辺 修君）  それこそ、協定の３団体の駒沢大学の関係とかあるんですけど、説明

によって、すぐになくなることはない。お互い、駒大の首長同士の話なので、片方がなくな

ったら、実際は変わってくると思うんです。でも、防災のことというのは、首長の保守団体

みたいになったら困って、永遠に続いていって、もう、長期の計画を立てるような団体でな

いといけないので、これは批判するわけではないんですけど、親睦団体みたいな感じになっ

てしまうのでどうなのかなという、本当に役に立てばいいですけども、できれば、長期にわ

たってその話を。もし、両方の市が、ちょうど大学の親睦会とかみたいになったら、それは

また違うので、やはり災害協定しっかり結んでいるような、あれを中心にやっていけばいい

ので、これ聞いてみて初めてそういうものだって分かったときにどうなのかなって実際は思

いましたので、やはり友好って、友達のじゃなくて、しっかりきく友好な団体との締結をし

ておかないと、また、その締結が必要なのかどうかも考えて、しっかり実利あるものをやっ

ていってほしいなと思いました。 

 以上です。 
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○分科会長（坪井仲治君）  ちょっと飛ばして。食料備蓄のあたりはどうでしょうか。ローリ

ングストップみたいな話もありましたけど。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  今まで１回50食のアルファ米とか、市が保存していたんですけど、

本当補色に変えたんです。１人１食ずつに変えたんで、それは本当によくて、今までその50

食の廃棄がすごく困ってて、バイオマス持っていったりとか、いろいろしてるんですけれど

も、本当、補食にしたというのはすごくいいことだなと思いました。 

○分科会長（坪井仲治君）  17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番です。渡辺さんがさっき言った、駒大の出身の全国で10首長い

るということで、災害時における相互応援に関する協定の締結というのが出ています。備蓄

食料、食料品、生活必需品等物資の提供、応急復旧等に必要な救援資機材、車両等の提供、

職員の派遣、広域避難施設の提供ということで、たしかあったよね、どこまで続くか。 

○６番（藤原万起子君）  藤原です。多分ですけれども、駒沢大学の、たまたまそこで同じ大

学で首長になっているということだけであって、多分、市と市で結んでいると思うので、首

長が代わったとしても、多分市と市との締結なんで、多分問題はないと私はくみ取ったんで

すけれども、あとさっき北海道から九州のほうまでいらっしゃるということなので、南海ト

ラフになったときはすごく助かると思うので、そのまま首長が代わったとしても、続けてい

っていただけるように締結したらと思うので、解除させないようにしていただきたいという

感じです。 

○分科会長（坪井仲治君）  特に行政同士だと、受援体制が大事ですから、人の手配をしてく

れると、受援体制がしっかりできると思いますので、これはすごくいい協定だと思います。 

 ということで、自由討議を終わらせていただきますが、よろしいでしょうか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  以上で、危機管理部の決算審査を終了いたします。 

 ただいま出されましたご意見等を基に分科会報告を作成し、一般会計予算決算委員会にて

報告させていただきます。 

 分科会長報告の作成につきましては、正副分科会長に一任をお願いいたします。 

 それでは、ここで13時まで休憩をいたします。13時までに席にお戻りください。お疲れさ

までした。 

 

休憩 午前１１時３４分 



－56－ 

 

開会 午後 ０時５４分 

 

○分科会長（坪井仲治君）  それではちょっと時間早いですけど、休憩を閉じてこれより一般

会計予算決算委員会総務建設分科会を再開いたします。 

 それでは、生活環境部の審査を行います。淺羽生活環境部長、所管する課名等を述べてく

ださい。淺羽部長。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  生活環境部長です。下水道課の一般会計の決算となります。

隣が下水道課長の濱野です。安間係長です。杉山係長です。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  それでは、生活環境部の審査を行います。 

 ということで、質疑は質疑通告書の順に行います。事前通知を提出された委員は、挙手の

上、事前通知に従って質疑を行ってください。 

 ということで１番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの16ページです。浄化槽設置事業費とい

うことで、付替えが必要な件数と付替えによる環境効果、また国庫支出金の減った理由も教

えてください。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。渡辺委員のご質問にお答えします。 

 まず単独処理浄化槽の基数ですが、県の数値にはなりますが、令和５年度末で5,700基と聞

いています。また、くみ取り槽の基数ですが、生活環境センターと小笠衛生に聞き取りを行

ったところ、こちらは令和３年度の数値になりますが、542基となります。これらを合併処理

浄化槽へ付け替えていきたいと考えています。 

 単独処理浄化槽やくみ取り槽のお宅では、台所やお風呂、洗濯機などの生活雑排水がその

まま道路側溝等へ流れ出ている状況です。合併処理浄化槽に付け替えることで、生活環境や

河川の水質が改善されると考えています。 

 次に、国庫支出金が減った理由ですが、循環型社会形成推進交付金は、当年度に消化する

ことができなかった分を、次年度に交付金申請をすることができない制度というふうになっ

ています。 

 今回の場合、令和５年度の浄化槽設置事業費補助金の執行額が、当初の申請額に至らなか
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ったため、令和６年度は前年度に消化できなかった分を差し引いた額となっています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。再質問ございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  そういうことが起こらないように、しっかり消化していかないと減っ

てしまうという、そういうことですよね。何か、周知というか、できていくための方策はあ

りますか。 

○分科会長（坪井仲治君）  実績を上げるというところですかね。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。毎年切替えの促進のために広報等でＰＲして

いますけど、ある程度件数の見込み等を立ててその年その年で補助金が消化できるように取

り組んでいきたいと考えています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  この件に関しまして関連でございませんか。よろしいですか。 

 次、２番目、私からです。４款２項４目です。平尾下水道処理場の管理事業費ということ

で誤接続調査の結果と対策はということで答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 昨年度、平尾地区の件数約半数に当たります103戸において宅内排水設備の誤接続調査を行

いました。結果につきましては、雨どい等からの直接的な雨水の流入等はありませんでした

が、外流しの接続や穴の開いた汚水ます蓋の使用などの不具合箇所がありました。 

 このような宅内排水設備における不具合については、使用者の方に雨水流入に防ぐ対策や

修繕を行うようお願いしております。 

 今年度は引き続き、残りの宅内排水設備の調査を実施するとともに、下水道本管のほうの

テレビカメラ調査を実施し、不明水浸入箇所の把握に努めてまいります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁終わりました。ということで誤接続はない、間違いなくない

と思うんですけど、排水ますの蓋ですか、等々でそこからの流入の予想というのは予想は立

てられないと、難しいですよね。難しいですね。それは改善をされているということでよろ

しいですか。各不具合があった家庭に通達をして。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。それぞれお宅の事情もあると思いますが、ま

だ改善されたかどうかというところの確認まではできていませんが、今後また今年度も宅内

排水設備をやってきますので、その中でお願いをしていきたいと思っております。入ってく
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る水量ですが、外流しは例えば庭木に水をやるというような水栓柱とかでしたらつながない、

流し台、外流しで流し台をつけていくような場合ですと、軒下にあれば特に雨水が入らない

んですが、雨が降ったときにそのまま流入するような形になっていますと、蓋をそこに置い

てもらうとか、そういう対策ができるかと思いますのでそういったところをお願いしていく

ような形になります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  最終的には、この下のほうをやるかと思いますけど、残り100件で

すか、終わってから全てお願いしてということで、そこからちょっと時間がかかるかも分か

りません。それは各家庭の部分の不明水ということで、あと本管もこの後やられるというこ

とでしょうか。本管のほうが多分大きいのがあるかと思うんですけど、本管のあたりの説明

はできますか。今お持ちです。杉山係長。 

○下水道課主幹兼事業係長（杉山  君）  事業係長 杉山です。今坪井委員がおっしゃられ

た本管の調査につきましては、令和７年度から令和９年度、３か年かけまして本管の不具合

箇所の調査を実施していく計画となっております。また、過去に平成の二十三、四年でした

か、そのときにも本管の不具合箇所ということで調査を実施されている経緯がございます。

その当時につきましては、不明水の浸入水があるような大きな不具合はなかったと聞いてお

りますが、不具合箇所については、マンホールと本管の接続部や取付管と本管の接続部、ま

た本管の亀裂など、48か所あったと伺っておりますので、そういった不具合箇所が現在どの

ようになっているのかということも併せまして調査のほうを実施していきたいと考えており

ます。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  それが終わりましたら全体的に分かってきて、その後の対応もま

たいろいろ変わっているかと思います。平尾の住人２人今いますけど、結構前から平成の二

十四、五年ぐらいから悩ましい状態で、大雨が降ると処理が間に合わないということもやっ

ていましたので、それがちょっと継続している状態でございます。 

 最終的には宅内排水を、誤接続がないかというのはしっかり検証していただいている最中

ということでございます。そんな事情が平尾にはございます。６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。不具合のあったお宅にはどのような通知というか

周知をしていらっしゃるんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。杉山係長。 
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○下水道課主幹兼事業係長（杉山  君）  各お宅へお邪魔しまして、個別にということで対

応しておりますのでよろしくお願いします。 

○６番（藤原万起子君）  不具合箇所の説明とか、こういう修理が必要となるという各戸で修

理ですよね、もちろん。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。杉山係長。 

○下水道課主幹兼事業係長（杉山  君）  委員おっしゃるとおり、宅内排水設備は各戸の所

有になりますので各戸で修繕、対策を行っていただくよう説明のほうをさせていただいてお

ります。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○６番（藤原万起子君）  今のところ何％ぐらいの家庭で出ているんですか。 

○分科会長（坪井仲治君）  お願いをした家庭がいくつかぐらいでいいと思います。杉山係長。 

○下水道課主幹兼事業係長（杉山  君）  具体的には５軒のお宅になります。 

○６番（藤原万起子君）  ありがとうございます。 

○分科会長（坪井仲治君）  またこの後、下やっていくとたくさん出てくる。来たら対応して

やってください。そのほか、この件に関しましてはよろしいでしょうか。そういう事情があ

るということでお聞きください。 

 以上で、事前通知分に関しましては以上でございますが、下水道課に関しまして全体を通

しまして、決算部分、何かございましたらよろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 ということで、以上で下水道課の決算審査を終了いたします。 

 ここで一旦自由討議ありますので、執行部退出となります。 

 それでは、ただいまから委員間の自由討議を行います。今出た部分でもいいですし、ほか

の部分でも結構ですので、自由討議よろしくお願い申し上げます。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  浄化槽設置事業費というものが執行率高いですよね、96.2ということ

で、この付替えに関して、しっかりと予算は執行されているということで、頑張っているな

という感じを受けます。それから、付け替え推進に対して市民への周知方法がまだ弱いなと

いうようなことが思われますので、市として頑張っているんだけど、市民の皆さんの認知度

が低いということもあるので、その辺も周知のほどをいろんな方面でこんなことになるんだ

よ、いいんだよということを含めて周知してほしいなと思います。 

 以上です。 
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○８番（渡辺 修君）  もう一つ。永遠に課題になっているんですけど、下水道会計が一般会

計からの繰入れに依存しているというのもずっと続いていることなんですよ。この接続率と

いうか、今進んでいるのが加茂じゃんね。それが密集地帯に入って工事が進んでいるので、

接続率が上がれば、接続数自体がかなり上がっていくので、少しでも繰入れからでも少なく

なっているということを祈っていますけども、どういう見通しになるかしっかり見守ってい

きたいなとは思っています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  ２番 黒田委員。 

○２番（黒田 茂君）  ２番 黒田です。ちょっと知識不足の面もあるんですけども、この設

置率が100％になった場合は、し尿とかそういったものもなくなって、東遠施設組合に自分行

かせてもらっているんですけども、そういったところに費用負担もなくなるという話に最終

的にはつながっていくことなんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  そこへたどり着くのは随分長い。 

○２番（黒田 茂君）  それこそこの中で東議員も同じその委員で行っているんですけど、前

回行ったときに、御前崎の議員から池新田地区ですごく迷惑しているというような発言があ

りまして。 

○分科会長（坪井仲治君）  設備があることに対して。 

○２番（黒田 茂君）  そうです。津波とか来たときにどうするんだとか、そういう意見が出

まして、菊川の長谷川市長どうなんだっていうストレートにご質問が出たりしたので、菊川

市としてゆくゆく100％というか、そちらに頼らないでそういうふうに持っていければなとい

うふうに思いました。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  河川の水質もそうですけど、そういう設備があること。 

○７番（石井祐太君）  意見というより何か自分が気になるところなんですけど、今出たし尿

処理場の運搬業務委託のところで、現在委託業務となっている菊川については許可業務とす

る検討を行うというのが今後の課題と方向性というふうに書いてあるんですけど、この許可

業務にする検討というのは何なのかなって。どういうこと。委託になっている菊川地区の許

可業務とする検討を行う。これって何か出てないですか、組合とかのほうでは、聞いてない

感じですか。黒田さんとか。 

○分科会長（坪井仲治君）  多分、南遠環境さんとか業者さんがあるんですよ、浜岡のほうに。
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そういうところにもできるとか何かそんなじゃないですか。今も菊川町エリア、小笠エリア、

浜岡エリアはまた別のし尿処理やると民間の方が、何かそういうところだと思いますけど。

これからちょっと、話、自由討議として今できないです。これがちょっと分かんないから。 

○分科会長（坪井仲治君）  これぐらいでよろしいですね。質問もこのぐらいで何とかできる

と思いますので。ということで、以上で生活環境部の決算審査を終了いたします。ただいま

出されましたご意見等をもとに分科会報告を作成し、一般会計予算決算委員会にて報告させ

ていただきます。 

 分科会報告の作成については、正副分科会長に一任を願いますということです。 

 次に、事業会計入っていきます。 

○委員長（坪井仲治君）  これより総務建設委員会に切り替え、議案第61号 令和６年度菊川

市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定についての審査に入ります。 

 ただいまの出席委員数は９人です。菊川市議会委員会条例第16条の規定による定足数に達

しておりますので、総務建設委員会を開会します。 

 特別会計の決算については、本日採決を行いますので、ご承知おきください。 

 初めに、淺羽生活環境部長、所管の課名等を述べてください。淺羽部長、お願いします。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  生活環境部長です。水道課の決算審査になります。隣が木村

水道課長です。 

○水道課長（木村良一君）  木村です。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  その隣が小野庶務係長です。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長の小野です。よろしくお願いします。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  隣が渡邊事業係長です。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長の渡邊です。よろしくお願いします。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（坪井仲治君）  ということで、質疑に入ってまいります。 

 質疑は、質疑通告書の順に行います。事前通知を提出された委員は挙手の上、事前通知書

に従い質疑を行ってください。 

 ということで、１番目、東委員お願いします。 

○１０番（東 和子君）  10番 東です。１款１項１目水道料金、１ページです。有収率は低

下傾向にあるのか、またその対策は。漏水の事例があれば伺います。 

 以上です。 
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○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。初めに、過去５年間の有収率の状況を報告させて

いただきます。 

 令和２年度は85.40％、令和３年度は85.01％、令和４年度は84.27％、令和５年度は

84.29％、令和６年度は84.27％となっております。 

 最初に、有収率は低下傾向にあるのかですが、有収率は若干の減少はあるものの、84から

85％台で推移している状況です。 

 次に、また、その対策ですが、令和５年10月に見直しした管路耐震化・更新計画に基づき、

老朽管の更新を計画的に進めております。 

 最後に、漏水の事例ですが、各家庭へ水道水を送る配水管の老朽管更新は、現在も着実に

進めていることから、平成21年度の菊川市水道事業認可のときに比べ漏水件数は減りました

が、近年は配水管から分岐して家庭に引き込む給水管の漏水が増えております。有収率を向

上するためにも、漏水を確認した場合には、早期に対応を行うように努めてまいります。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。再質問ございますか。10番 東委員。 

○１０番（東 和子君）  10番 東。今家庭用の給水管の漏水があるとお聞きしたんですけど

も、それってもう家庭では気づけているのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。渡邊係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。住民の方からの連絡で実はほとんどと

いうところになります。主には宅地の中で晴れの日が続いてもなかなか水が引かない、水が

ずっとしみ出ているというところから漏水を疑って連絡をいただけるというケースがほとん

どです。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○１０番（東 和子君）  大丈夫です。 

○委員長（坪井仲治君）  それは水道メーターに出るんですか。渡邊係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。水道メーターより手前での漏水であれ

ば水道メーターへの影響、つまり水道料金への影響はありません。ただ、水道メーターより

中のほう、いわゆる二次側と呼ばれるところについて、そこで漏水が発生をすると水を全く

使っていなくても水道料金がどんどん加算されるという状況になります。これも時々の例に

なるのですが、やはりそこで水道料金の料金を見て漏水を疑って、それで漏水修理を出すと
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いうケースもあります。そういった場合は二次側の漏水を疑って修理を水道業者さんに依頼

するという方がほとんどです。 

 以上になります。 

○委員長（坪井仲治君）  団地をイメージしていますね。料金メーターからかなり、そこまで

の間、何かあると思います。我々のとこ短いですかね。 

 ほかにございますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  単純な質問ですけど、その場合延々と気がつかずになった場合、水道

料はやっぱり支払いとなるんでしょうね。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小野庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長です。メーターより道路側については、こちらの

管理区分になりますので、こちらで支出させていただきますけれども、宅内側で漏水が見つ

かった場合については、減免という制度があるもんですから、それで対応させていただきま

す。全額ではないですけども。全額ではないですけど、過去の平均３期分から平均を取って

２分の１です。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁は、よろしいでしょうか。 

○８番（渡辺 修君）  はい。 

○委員長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  すいません、ちょっと気になって聞くんですけど、もし──６番 

藤原です。疑わしい場合って水道課に連絡すると水道課で調べてくださるんですか、それと

も業者にお願いするんですか。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁。渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。まず疑わしい場合は水道課のほうにご

連絡いただければ、水道課のほうで調査をさせていただきます。その結果、メーター器より

手前の漏水かメーター器より中の漏水かで管理部門が変わってきますので、その際は二次側

の中であれば水道、事業者さんの方で連絡を取ってお伝えさせていただきますし、一次側で

の漏水、手前の漏水であれば水道課のほうで全額負担で修繕、業者さんの手配から修繕まで

させていただきます。 

○６番（藤原万起子君）  調査までは市のほうで見てくれるということでしたね。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  調査のほうでも市のほうでご連絡いただければ調査させて
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いただきます。 

○６番（藤原万起子君）  ありがとうございます。すいません、興味で聞かせていただきまし

た。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○６番（藤原万起子君）  すいません。 

○委員長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。関連なんですけど減免処置なんですけど、うち一回

減免処置してもらったことがあって、古い中古の家買って１か月か２か月ぐらいしたら何か

７万だか８万ぐらい水道料金の請求が来ていたり、裏をちょっと掘ったら水道管割れてて水

が出て、そのときに減免の申請をしたら、何か前のオーナーがもう既に一回しているから減

免できないと最初言われたんですよ。あれて基本的には１世帯１回という多分認識で、所有

者変わったということで減免はしてもらったんですけど、これから古い家とかが増えてくる

と、そういうことも増えてくるんじゃないのかな。 

 また、あと所有者も変わっているとかて。そういう中で、今の減免処置した、今年何件減

免処置したかとかというデータとかとあるんでしょうか。 

○委員長（坪井仲治君）  小野庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長です。ちょっと資料を確認させてもらってよろし

いですか。 

         〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○水道課庶務係長（小野  君）  すみません、お待たせました。６年度につきましては、用

地の減免件数が95件、水量に換算しますと4,600立米、金額にしますと104万7,050円となって

おります。 

 以上です。 

         〔「１件１万ぐらい」と呼ぶ者あり〕 

○水道課庶務係長（小野  君）  確かにそう捉えます。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいでしょうか。 

○７番（石井祐太君）  いいです。 

○委員長（坪井仲治君）  ほかにございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  じゃあ２番目です、渡辺委員お願いします。 
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○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットページの４ページです。給水戸数平均水

量というのが出ているんですけど、令和６年度18.3立米、令和５年度18.2立米、そこの前の

年の予算決算書を見たら18.7立米、順調に減っているんですが、これは誤差の範囲なのか要

因があるのか、その辺を教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。給水戸数平均水量が年々僅かに減っているが誤差

の範囲か、要因はあるのかですが、家事用１戸１か月平均使用水量は、年々僅かに減少傾向

にあると認識しております。 

 その主な要因としましては、給水人口の減少や水道使用者、皆さまの水量意識の高まり、

あと節水器具の普及であると考えております。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。 

 水量規制するんですよね、多分ジャーと出る。渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  委員長、答えちゃったからいいかしら。（笑声） 

○委員長（坪井仲治君）  独り言です。 

○８番（渡辺 修君）  すいません、節水機器というのはどんなものがあるんですか。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小野庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長です。例えば水道の蛇口から出る水の量であった

りとか、そういったものをなるべく少ない水で水量が洗い物とかもしっかりできるようなも

のを、通常よりも少ない水で前と同じような形で洗えるようなものとか、そういった機具が

多分普及しているというところが大きいと思います。それが普通になってきています。 

 以上です。 

○８番（渡辺 修君）  ありがとうございます。 

         〔「洗濯機もそうだね」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  ちょっと補足をさせていただきますと、製品名じゃないですね、

ちょっと言うとシャワーヘッドなんかそうですね。節水タイプであったりだとか、洗濯機な

んかも水を節水するタイプとかいろいろ…… 

         〔「トイレも」と呼ぶ者あり〕 

○水道課長（木村良一君）  トイレもそうですね。そういうものもあるもんですから、水量の
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ほうが減ってきております。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  給水人口も世帯の人数が減っています。ただ、高齢になるとトイレ

の回数が増えるんですよ。（笑声） 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  ２番目、よろしいでしょうか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  ３番目、石井委員お願いします。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。１款３項３目その他特別利益ということで、特別利

益６億3,854万999円の概要はということでございます。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。特別利益の概要ですけれど、まず特別利益が発生

した経緯としましては、委員の皆さまにも説明させていただいております菊川市水道事業経

営戦略の改定に伴いまして、委託業者のほうから市が示している内部留保資金残高として計

算した数値に差があると指摘を受けました。過去の決算書を確認したところ、平成28年度分

の決算より行っていた未処分利益剰余金のうち、長期前受金戻入益相当額が過剰に資本金へ

処分していたことにより、市の把握している内部留保資金残高が過小であることが判明した

ため、資本金から損益勘定の特別利益へ６億3,854万1,999円を計上し、補填財源残高の是正

を行いました。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  これ利益として上がっているということは、これに税金も当然かかっ

てくるのはかからない、これ。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。小野庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長です。これにつきましては、長期前受金戻入益相

当額というのは、もともとは国とか県の補助金の類なもんですから、これは非課税です。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

 ほかにございませんか、この件で関連は。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 
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○委員長（坪井仲治君）  じゃ次、４番目、私でございます。１款１項１目水道事業費用とい

うことで、路面復旧費、材料費等が前年から上昇しているのは単価によるものかということ

で、答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。路面復旧費、材料費等が前年度から上昇している

のは単価によるものかですが、まず材料費につきましては、原材料などの単価の高騰により

補修で使用する部品等の価格上昇が主な要因となっております。 

 また、路面復旧費につきましては、令和５年度に比べ令和６年度は漏水箇所が増加したこ

とにより路面復旧の箇所数が増えたため、路面復旧費の増となったものです。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  数が増えたということなんですね。ちょっとこの辺で人件費等々は、

そんなには顕著に上がっていないということでよろしいんでしょうか。渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。労務費の上がり幅については、前年度

に比べておよそ６％程度上がっているというところがありますので、多少の影響はございま

す。主だった要因としましては、やはり先ほどお話がありましたように漏水箇所の増加とい

うところが主な原因になっております。 

○委員長（坪井仲治君）  分かりました。労務費が事業箇所が多いから大体消えちゃうわけ、

６％ぐらいということになってしまいますが。 

 そのほかございますか、４番目に関して関連質問はございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  じゃ次、５番目、白松委員お願いします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。１款１項３目委託料で、委託料が減少している要因

を教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。委託料が減少している要因ですが、この科目にお

いて主に水道事務所の維持管理に係る業務委託料を支出しております。令和５年度は管路耐

震化・更新計画の見直し業務を実施しまして、その委託料を支出しました。したがいまして、

令和６年度はこの委託業務分が減少したことが主な要因です。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  という答弁でございます。よろしいですか。 

○４番（白松光好君）  いいです。 
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○委員長（坪井仲治君）  ここに関しまして、関連質問等ございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  ないようですので次、６番目も白松委員お願いします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。１款１目、１項…… 

         〔「１款１項４目」と呼ぶ者あり〕 

○４番（白松光好君）  １款１項４目か営業設備費、失礼いたしました。営業設備費が大きく

増加する要因は、教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。営業設備費が大きく増加している要因ですが、主

に富田水源における非常用発電機の更新を実施したためです。 

 富田水源の発電機は、停電時でも水をつくるのに必要な原水を公文名浄水場のほうへ送る

ために必要な設備であります。 

 令和６年５月に実施しました保守点検の結果、漏電や感電事故が発生する可能性が高い状

態であることが確認されました。 

 製造元に確認したところ設備が古く、交換部品が調達できないことが判明したため、新し

い発電機への更新を行ったものです。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。白松委員。 

○４番（白松光好君）  そのほか、そういった類いのこれから交換必要でやってくるだろうと

いう機器がもしあれば、教えていただければと思いますが。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。設備によって大小はございますが、主

立って直近で更新が必要になってくるものにつきましては、水道の水質を検査する機器にな

ります。具体的には例えば、その水道の濁度ですとか、残留塩素がどれくらい効いているか、

そういったものを数値化する装置なんかは保守点検をして必要であれば更新をするというと

ころになっておりますので、そういった機器のところは今後主立って更新等出てくるものじ

ゃないかなと考えています。 

○４番（白松光好君）  分かりました。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○４番（白松光好君）  はい。 
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○委員長（坪井仲治君）  この水質検査の装置というのは、公文名の浄水場にあるものでしょ

うか。渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  事業係長です。浄水場にもございますし、各配水池ですと

か、あと管末にもあります。 

 今回の富田浄水場の自家発電機のようなものが同じように公文名の浄水場にもございます。

そういったものも今後、まだ状態としては健全に動いてはおりますが、今後、経年劣化をし

てくれば更新が必要になってくるのではないかなと考えております。 

○委員長（坪井仲治君）  ほかにございませんか。 

 あと、この発電機なんですけど、この発電機で発電をすれば公文名の浄水装置はもう停電

状態でも運転ができるということでしょうか。ついでに、出力も分かれば教えてください、

発電機の。ありますか。なければ、後でお願いします。 

 じゃ、発電機を発電するので全てが運転できるということでよろしいですか。渡邊事業係

長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  事業係長です。発電機を回せば、これで施設の中の電気は

全て賄えるという形になります。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  ないようですので、次に７番目、石井委員お願いします。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。参考資料の12ページ、未収給水収益というとこで、

未収金の整理状況はということでございます。 

○委員長（坪井仲治君）  木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。まず水道事業会計ですけど、公営企業会計である

ため、期首となる４月１日から期末である３月31日までの決算を報告させてもらいます。 

 未収金の整理の状況ですが、ＰＤＦ12ページの未収金の当年度中における整理状況におけ

る、上段の表、右から２列目の期末である令和７年３月31日現在の未収給水収益は１億3,264

万5,612円でしたが、令和７年７月末における令和６年度分までの未収金合計額は371万3,155

円となっております。 

 また、未収受託工事収益の47万7,787円と未収雑収益ほかの26万5,598円は、令和７年７月

末現在、全額受領し、未収金はございません。 

 以上です。 



－70－ 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○７番（石井祐太君）  はい。 

○委員長（坪井仲治君）  関連してございませんか。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。参考に教えてもらいたいんですけども、水道料の未

納、一番ライフラインの大事な部分で、延滞があったとしても最終的に止めるのが一番最後

だよという話を聞いているんですが、その期間というのはどれくらいでしたか。 

○委員長（坪井仲治君）  小野水道庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長でございます。この流れですけれども、納付の納

付書を送りまして、納期限が１か月となっています。そこからおよそやり取りがありまして

大体２か月なので、３か月後にはもう停水をするという流れです。 

○４番（白松光好君）  分かりました、すいません。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○４番（白松光好君）  はい。 

○委員長（坪井仲治君）  止められる可能性はないということ。 

○４番（白松光好君）  あります。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  ないようですので、８番目、渡辺委員お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。決算書のほうのタブレット21ページの水道事業報告

書の中の文章の中から、経常収支比率と料金回収率は100％を上回っている。しかし、両指標

とも前年度からは低下しており、特に経常収支比率は営業費用の増加が影響していると記さ

れている。これについてどう対応していきますか、お願いします。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。経常収支比率と料金回収率が両指標とも前年度か

ら低下している。どのように対応しているのかですが、今後の対応につきましては、営業費

用の増加や給水人口の減少による給水収益の減少も見込まれるため、近隣市との広域化の検

討や活用可能な補助金等を使用するなど経費の節減に努めるとともに、上水道使用者に安定

して水を届けられるように管路の更新を実施していくことで、給水収益や収益率増加につな

げられるように対応していきます。 

 以上です。 



－71－ 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  今出てきました近隣市とのという共同で行うようなお話が出ましたけ

ども、その計画というのは具体性を帯びていますか、どっち。 

○委員長（坪井仲治君）  木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。具体性と言いますか、東遠５市、要は掛川市と菊

川市、御前崎市、牧之原市、袋井市で検討会のほうを今やっております。その中で上下水道

の料金の収納システムであったりだとか、あと窓口の業務委託につきまして、広域で行えな

いかということを今現在検討しております。 

 以上です。 

○８番（渡辺 修君）  ありがとうございます。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかありませんか。 

 これ菊川市単独で運営していくために分母はどれだけ設定で、どのぐらいあればあれです

かね、今の、持ち出しでありますけど、どんな感じでしょうか。不用意な発言もあれですか

ら、大ざっぱで結構です。小野庶務係長。 

○水道課庶務係長（小野  君）  庶務係長でございます。これ経営戦略のほうの財政シミュ

レーションの話にもつながる話なんですけれども、現時点ですと令和10年まではたしか黒で

すから、このまま水道料金を改定しないと令和10年からたしか赤字に転じる…… 

○委員長（坪井仲治君）  料金内容がそうなりますね。 

○水道課庶務係長（小野  君）  そうですね、改編させないと10年には赤字に転落するもの

ですから、そこから一時厳しいかと。 

 以上です。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  今いろいろ委員会の中で、そういうとこ検討して、どうでしょうね、

立ち上がるんでしょう。 

 ８番に対しまして、関連でございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  それじゃ、最後です。９番目の渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。同じく報告書の中からですけども、管路の老朽化を

示す管路経年化率は僅かに上昇しており、引き続き計画的な管路の更新が必要とされていま

すが対応についてはいかがでしょうか。 
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○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。木村水道課長。 

○水道課長（木村良一君）  水道課長です。計画的な管路の更新ですが、先ほど答弁させてい

ただいたとおり、令和５年10月に見直ししました管路耐震化・更新計画に基づき、現在も進

めているところでございます。 

 また、今後は既設管の更新だけではなく、既設管の廃止や水道管の口径を小さくするとい

ったダウンサイジングした布設替えを行い、コストを抑えつつできる限り管路経年化率を下

げるよう努めてまいります。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  今のダウンサイジングというのは、給水に関しては影響出ませんでし

ょうか、その辺はいかがでしょう。 

○委員長（坪井仲治君）  渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。配水管のダウンサイジングをしても十

分に水量が確保できるように、事前に水量計算ですとか、そういったところは測量設計の委

託等をかけているコンサルさんと話をした中で決めます。その上でダウンサイジングを行っ

て布設をするという形をとっておりますので、給水管への影響はありません。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  はい。 

○水道課長（木村良一君）  補足をさせていただきます。更新するものに全てダウンサイズン

グしようというものではございません。できるところ、要は径が既存で400ミリあったところ

が、ここからループ上といいますか回すことができて径を小さくできるところにつきまして

は、していきますという形になります。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  ８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  先ほど答弁であった新たな計画ですが、それが忠実に実行されれば、

今進んでいる管路経年化率の上昇は抑えられるという計算になっていますか、いかがでしょ

うか。 

○委員長（坪井仲治君）  渡邊事業係長。 

○水道課事業係長（渡邊  君）  水道事業係長です。今後５年計画を見ていく中では、40年

を経過する管路の距離というのも増えていきますので、なかなか正直経年劣化の具合という
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のが、どれだけ改善されるかというところも分からないところもございますが、そこまで大

きく経年化率が上がるというところでもないので、経年化率を抑えながら、その上げ幅を抑

えながら管路新設を努めていくというところで、徐々に管路の経年劣化率を下げていきたい

なと考えております。 

○８番（渡辺 修君）  ありがとうございます。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○８番（渡辺 修君）  はい。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。よろしいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  一応、以上で事前通知による質疑は終わります。 

 その他、水道事業会計で質問ある方がいらっしゃいましたら挙手をお願い。７番 石井委

員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。これが今回の質疑に該当するのかちょっと分かんな

いですけど、債権放棄も今回の決算の質疑でしていいものになるんでしょうか。債権放棄し

たものについて。議案55号になっちゃいます。これは関係ない、今回の決算には。水道料金。 

         〔「生活環境部かなんで」と呼ぶ者あり〕 

○７番（石井祐太君）  そうそうそう。関係ない。 

         〔「決算書まだ入っていない」と呼ぶ者あり〕 

○７番（石井祐太君）  入っていないから関係ない。いいです。 

○委員長（坪井仲治君）  ほかにございますか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  じゃ、ないようですので、水道課の決算審査を終了いたします。 

 自由討議がございますので、ここで執行部退席です。ありがとうございました。 

 じゃ、ただいまから委員間の自由討議を行いますということで、よろしくお願いします。 

 水道事業会計でございます。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  大事な水道の経営計画ということに関すると、質疑出た中で有収率の

低下、漏水対策でなく料金形態、広報活動の見直しを必要とするということになるかもしれ

ませんし、また私が出したやつで給水量が減少、各いろいろあったんですね、水を節約する

機械というもの。そういうことがあって、さらにそれの性能が上がってくると。考えてみる

とシャワーヘッドも変えたらね、水の量も減るしということで、皆さんの意識の高まりと資
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源を大事にしようというところと。 

 この経営が低下するということ、そういうことは反比例してきてしまうので、でもそれは

それで考えて、それに対応する経営計画というものを長期にわたって考えて行っていかなく、

人口の問題とか出てきますので、その辺を今はこの人口減少と皆さんの意識、それから節水

の機材ということで、全く経営する、算定する数字も変わってくるので、この辺をしっかり

計算して水道事業をやっていってほしいと思っています。 

 外国のお世話にならないように、ぜひお願いしたいと思います。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。 

○８番（渡辺 修君）  今のことに関してもう一つ。 

○委員長（坪井仲治君）  はい。 

○８番（渡辺 修君）  坪井さんの質問で路面復旧費とか材料費の上昇が出てますよね。それ

で結局、今のさらにやってコストの上昇というのが、その辺が計算加味されたのか、何年間

後の料金上げるという計算が出てましたけども、さてそれがこれからのコスト上昇とか、そ

の辺も見込んでいるのかというのがちょっと心配になったので、その辺もね、実は質問して

おけばよかったかなと思っています。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  どういうファクターを含んでいるかということですよね。もしかし

たら下げ方向も可能性ありますからね、材料費なんか。 

○８番（渡辺 修君）  あ、そうですか。 

○委員長（坪井仲治君）  だから一気に高騰しているでしょ。あれ多分適正な価格じゃないと

思うんですよ、今の金額は。人件費は多分上がり続けると思うんですけど。なかなか難しい

かもしれない。持ち出しは持ち出しですけどね。 

 有収率のあたりはどうですか、今。そんなに低下をしていないということですけどね。

７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。漏水のところなんですけど、有収率の低下とか漏水

のところで、さっき言っていた水道メーターより内側と言ったんですよね。内側だったら自

分も水道料金高くなるから判別は当然できると思うんですけど、さっき言った間の部分とい

うのは多分、住んでいる人たちが例えば路面が何か濡れているねとかいうのを意識的に気づ

いて通報してあげない限り、多分分かんない問題になってくるのかなと聞いていて思ったん

で、それを市民の人たちにそういうこともあり得るんだよというのを何か周知するような活
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動も今後されていったほうがいいんではないのかなと。 

 そもそも知らなかった、何かよく分からんけど山から下りてきてね、ここはいつもぐちゅ

ぐちゅしてんだよとかと思っちゃうかもしれないんで、そういうのも必要なのかなと思いま

した。地震の後が全部ぐちゅぐちゅして、山のせいにしてと。 

         〔「道路でも亀裂から、そういうのを率先して通報してとか周知みたい

な」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  ８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。南海トラフのことを考えると、水道管が生きている

か生きてないか、もう皆さんの生活大変変わってくると思うので、耐震管路の整備状況とか

ね、老朽管の更新というものが計画は示されているけれども、その進捗が十分かどうかとい

うのがちょっと心配になる。 

 前に耐震化のことを話したときに、坪井さんがそれでは絶対対応できない、ギロチン状態

というのがまた、ああいうときはもう何をやっても無駄だということなので、その辺も想定

して、そういうことが起き得る地形とかというのも、もしかしたら分かるかもしれないので。

大地震のときに、ただ揺れて老朽管が悪くなるのじゃなくて、ギロチンが発生するようなと

ころはどこなのかとか、その辺も考えて、水が来なくなったらどこだぞというような早期の

インフラ復旧についても想定をしていただけると安心かなと思います。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  17番 赤堀委員。 

○１７番（赤堀 博君）  17番です。有収率の関係で漏水とかね、計測誤差とかあって、以前

どこかの議員が自分のビルへつないで水を盗んでしてたのに、メーター信用のがあって。菊

川市ではそんな事例もないのみたいにいいなと思っている。中には不正はする人がいるとい

うことで。悪いやついなくてよかった。（笑声） 

○委員長（坪井仲治君）  そうだと分かんないでしょうね。この15％の不明分に含まれちゃう

と、吸収されちゃうとですね。 

○１７番（赤堀 博君）  漏水で片づけているけどね。 

○委員長（坪井仲治君）  極端に使っていれば、系統の厚いやつ下がったりするから分かるん

でしょうけど、なかなか。 

         〔「絶対に見たら」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  水も高いですからね。プールもなかなか造りにくいでしょう。７番 
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石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。営業設備費のところで、今回富田のところ、発電機。 

         〔「発電機」と呼ぶ者あり〕 

○７番（石井祐太君）  交換したという。 

         〔「公文名の浄水場も」と呼ぶ者あり〕 

○７番（石井祐太君）  浄水場も発電機。今後もこういうことて何か、物が古くなってくれば

増えてくるのかなと思って、壊れてからじゃなくて壊れる前に予防で、今回も予防で直した

ということなんですけど、引き続きしっかりと国の把握を、整備状況というのを管理してい

ってもらえればいいなと思いました。 

○委員長（坪井仲治君）  非常時に使うやつですから、そういうところはしっかり予防保全を

してもらいたい。 

         〔「そうですね」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  なかなかこういうのを事後保全できないもんですから、普段運転し

てないですからね。試験的に運転するだけの話です。 

 あとどうでしょうかね。耐震化率の話も出ましたね。水漏れも出ましたし。 

○６番（藤原万起子君）  あとはあれか。今後のという言い方されたので。６番 藤原です。 

○委員長（坪井仲治君）  ６番 藤原委員。 

○６番（藤原万起子君）  今後のということで、水質検査の機器の更新というのがあったので、

その機器とかもまたしっかりと、いろいろな機器をしっかり耐用年数も長く、しかも性能の

いい機械を入れられるように検討を、更新の際に。 

○委員長（坪井仲治君）  更新の際にということですね。ぜひ推薦してあげてください。水道

屋さんやってない。 

○６番（藤原万起子君）  水道屋はやってない。 

○委員長（坪井仲治君）  やってない。 

○６番（藤原万起子君）  水道屋はやってない。 

         〔発言する者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  白松商店もやっていない。 

○４番（白松光好君）  やっていないです。 

○委員長（坪井仲治君）  じゃあ、自由討議このぐらいでよろしいですか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（坪井仲治君）  自由討議を終わりまして、それでは採決ということでございますの

で、採決をします。 

 議案第61号 令和６年度菊川市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、原案のとおり認定すべきものとすることに賛成の方の挙手をお願いします。 

         〔賛成者挙手〕 

○委員長（坪井仲治君）  挙手全員でございますね。よって、議案第61号は原案のとおり認定

すべきものと決しました。 

 以上で、議案第61号 令和６年度菊川市水道事業会計未処分利益剰余金の処分及び決算の

認定についての審査を終了いたします。 

 ただいま出されましたご意見を基に委員会報告を作成し、26日の本会議にて報告させてい

ただきます。 

 委員長報告の作成につきましては、正副委員長に一任をお願いいたしますということでご

ざいます。 

 一旦ちょっと休憩を入れますか。次、下水道の事業会計がありますので。皆さん、戻り次

第。 

 

休憩 午後 ２時０６分 

 

再開 午後 ２時１６分 

 

○委員長（坪井仲治君）  続きまして、議案第62号 令和６年度菊川市下水道事業会計決算の

認定についての審査に入ります。淺羽生活環境部長、所管の課名等を述べてください。淺羽

部長。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  生活環境部長です。下水道課です。職員紹介します。濱野下

水道課長です。安間主管兼庶務係長です。杉山主管兼事業係長です。よろしくお願いします。 

○委員長（坪井仲治君）  それでは、質疑を行います。 

 質疑は、質疑通告書の順に行います。事前通知を提出された委員は、挙手の上、事前通知

書に従い質疑を行ってください。 

 ということで、１番目、藤原委員、お願いします。 

○６番（藤原万起子君）  ６番 藤原です。タブレットページ、３ページです。汚水処理費が
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前年度比125.2％と増加した理由をお願いします。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。藤原委員のご質問にお答えします。 

 まず、下水道事業会計決算に関する参考資料のほうのＰＤＦで13分の６ページのほうに、

中段から下の部分が支出になっていますが、このうち、１、下水道事業費用の中の２の処理

場費の部分をご覧いただきますと、ここが、令和５年度と６年度と比較しますと、12の委託

料が約4,200万円の増というふうになっています。今回、汚水処理費が増加した要因がこの部

分になりますが、その委託料自体が増額した要因ですが、第２期ストックマネジメント実施

計画策定費用及び浄化センターの酸素発生装置の点検業務がありましたので、そちらが増加

した主な要因となります。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。 

○６番（藤原万起子君）  大丈夫です。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。 

○６番（藤原万起子君）  はい。 

○委員長（坪井仲治君）  この２つの費用のうち、どちらが多いというか、どんな感じなんで

しょうか、手数料は。杉山事業係長。 

○下水道課主管兼事業係長（杉山  君）  増額した約4,200万円の内訳ですが、ストックマネ

ジメント計画策定に伴う増額の利用費ですが、こちらが約1,000万円で、先ほどの酸素発生装

置点検業務委託、こちらのほうが約2,200万円、その他約1,000万円弱ございますが、通常の

点検の費用の増ということで、こちらは経常的な点検になります。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  ありがとうございます。よろしいでしょうか。ほかにありませんか、

１番目に関しまして。よろしいですか。藤原委員、いいですね。 

○６番（藤原万起子君）  大丈夫です。 

○委員長（坪井仲治君）  では、２番目、行きます。２番目は私でございます。汚水処理人口

で単独浄化槽の付け替えが進まない理由は、経済的、敷地、家族構成等があると思うが、近

年の地震災害時のトイレ問題で付け替えをためらう方が増えたことは考えられるかというこ

とで、答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。坪井委員のご質問にお答えします。 

 単独処理浄化槽では、台所やお風呂などの生活排水が処理されずに、河川等へ流れていま
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す。この排水を処理するために、広報誌等で補助制度等を周知しまして、付け替えをお願い

しています。 

 付け替えが進まない理由については、今、委員がおっしゃられたような経済的なことや家

族構成などというところがよく聞くところなんですが、今おっしゃられたような地震災害時

のトイレ問題ということで付け替えをためらうという声は、今のところ担当課のほうでは聞

いていません。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  各家庭にマンホールトイレが１個ずつあるような感じになりますか

ら。これ、自由討議ですね、すみません。 

 そのほか、ございますか、２番目に関しては。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  では、３番目は渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。普及状況についてですが、成果書のほうのタブレッ

ト４ページです。供用開始区域内の接続数が増加し接続率が横ばいであるというのは、これ

は順調と見ていいのでしょうか。お願いします。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。渡辺委員のご質問にお答えします。 

 下水道接続率は近年約80％を推移しておりまして、順調と考えています。 

 今後も、河川の水質や生活環境の改善を推進していくため、また、下水道使用料収入を増

やしていくためにも、下水道未接続世帯への戸別訪問を行い、下水道接続率を高めるよう努

力してまいります。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。再質問はありますか。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  渡辺です。接続、供用開始からの補助の期間というのが短いかなと思

うんですけども、その辺はいかがでしょうか。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。供用開始後に補助といいますと、切替えの工

事費の補助がまず一つあるのと、あと接続時に下水道の負担金があるものですから、基本的

には20万円のところが早く接続していただくと減免になるというような制度があります。期

間が短いのではないかということなんですけど、基本的に下水道法ですと、供用開始されれ
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ば速やかに下水道へ接続することというような下水道法の規定になっています。そういった

中で、１年目に接続していただくと、その負担金の部分は、本来20万円が12万円減額されて

８万円になると。それに加えまして、工事費のほうで、ここは一律ではなく、ちょっと計算

式があるので、それぞれのお宅ごとにどれだけ工事費がかかったかということで補助額も変

わってきますけど、そちらについても補助金が出るので、２年目まではこの減免と接続費用

の補助金が出るようになっていますので、そこで２年のうちになるべく早く接続してくださ

いということで周知をさせていただいています。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  供用開始後に引っ越して、そこに自宅を造った人の場合はどのような

扱いになるんですか。 

○委員長（坪井仲治君）  新築ですね。下水がある状態。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。供用開始後に新築という場合ですと、切替え

工事という感じではないものですから、新築の場合は減免とか補助金といったものは対象に

なりません。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。関連であれば。 

 これ、切替えがもう望めないようなご家庭はどのぐらいある。あると思うんですけど。 

         〔「全て切り替えていただきたい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。件数までは少しはっきりはしませんけど、や

はり建てた当時の配管とか、あと浄化槽の位置なんかによりまして、どうしても敷地が制約

があって、つなげないというお宅が出てくるかと思います。特に今、街場のほうでやってい

ますけど、建蔽率等の問題があって、敷地いっぱいいっぱいに建物が建てられていると、周

りに配管を通すところがないというようなお宅もありますので、そういったところは仕方が

ないかなと、次に建て替えるときとかという形になるかと思います。答えにならなくて申し

訳ないですが。 

○委員長（坪井仲治君）  いえいえ。 

 そのほかございますか。よろしいですか、３番目。 

         〔発言する者なし〕 
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○委員長（坪井仲治君）  では、４番目、白松委員、お願いします。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。資料の４ページですけども、その他営業収益補助金。

手数料と補助金が増額した理由を教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。手数料につきましては、排水設備指定工事店

の登録に係る手数料となっています。指定工事店は５年更新というふうになっていますので、

令和６年度は更新対象数が多かったため、前年度より増額となっています。 

 また、補助金につきましては、５年に１回策定しているストックマネジメント計画策定の

ための国交付金収入です。昨年度は、管路点検業務委託を実施したことによる収入で、事業

内容が異なるため、収入の増となっています。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁が終わりました。 

○４番（白松光好君）  大丈夫です。 

○委員長（坪井仲治君）  よろしいですか。この件に関しまして、関連ございませんか。よろ

しいですか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  では次、５番目、渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。未収金の本年度中における整理状況ということで、

営業未収金、営業外未収金、その他未収金全てが増えている要因を教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。渡辺委員のご質問にお答えします。 

 営業未収金が増額した要因は、下水道使用料の収入が増加しているため、３月末までに下

水道使用料の納入がなかったためです。主に３月調定分が未納となっています。 

 営業外未収金が増額した要因は、消費税還付金が増額したことによるものです。 

 その他未収金が増加した要因は、受益者負担金が納入されなかったことによるものです。

接続工事が完了するまでに支払っていただくものであり、年度をまたいで接続工事を行って

いただくものが未収金となっております。 

 なお、現在この未収金は全て納めていただいております。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  ということですが、よろしいですか。 
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○８番（渡辺 修君）  全く問題ありません。 

○委員長（坪井仲治君）  ５番目につきまして、よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  次です。６番目、石井委員、よろしくお願いします。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。タブレット11ページ、累積欠損金比率のところで、

累積欠損の概要と改善の見通しはということで伺います。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。石井委員のご質問にお答えします。 

 下水道事業会計における累積欠損金の概要ですが、平成30年度に公営企業会計方式に移行

後、当年度純損失を毎年、計上しておりまして、令和６年度決算での繰越欠損金は１億5,025

万4,470円になりました。 

 当年度純利益や純損失を算出するための損益計算には減価償却費など、現金の支出を伴わ

ない費用等も含まれておりますので、赤字ではありますが、現金が枯渇しているというわけ

ではありません。 

 改善の見通しについてですが、収支の改善、主に下水道使用料について、現在下水道事業

審議会を開きまして、下水道使用料改定に向けてお諮りしているところです。経営戦略上で

は、令和13年度に累積欠損金が解消される計画というふうになっています。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいですか。減価償却費。 

○７番（石井祐太君）  減価償却費ね、現金ないわけじゃないと。 

○委員長（坪井仲治君）  使い込んだわけでもないです。 

○７番（石井祐太君）  よかったです。 

○委員長（坪井仲治君）  そのほかございますか。６番目に関しまして、関連質問あればです

けど、よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  では、最後です。渡辺委員、お願いします。 

○８番（渡辺 修君）  ８番 渡辺です。タブレットの11ページですが、経常収支比率と経費

回収率が低下していますが、その要因を教えてください。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁を求めます。濱野下水道課長。 

○下水道課長（濱野和宏君）  下水道課長です。渡辺委員のご質問にお答えします。 
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 経常収支比率が低下した原因ですが、下水道使用料収入が増加しているものの、処理場費

の支出が増加しているため低下しています。 

 経費回収率のほうが低下した原因については、汚水処理費が増加したことによるもので、

計画策定や機器の点検業務の支出が主なものと考えています。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  答弁終わりました。よろしいですね。 

○８番（渡辺 修君）  大丈夫です。ありがとうございます。 

○委員長（坪井仲治君）  ７番につきまして、関連ございますか。よろしいでしょうか。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  以上で、事前通知による質疑は終了でございますが、全体を通しま

して、下水道特会、何か質問ございますか。 

 先ほど聞いちゃいました、戻って。許可業務。ちょっと一つ前に戻っちゃうんですけど、

一般会計の許可業務ですか、汚水処理の許可業務に決算のところであったんですけど、許可

業務に。 

○７番（石井祐太君）  委託から許可業務に切り替えていくみたいな。し尿処理のところです

ね。 

○委員長（坪井仲治君）  すみません、ここではないんですけど、前の決算のところで、今後

の検討事項の中に、委託業務。 

○７番（石井祐太君）  多分、運搬だと思います。 

○委員長（坪井仲治君）  決算の概要資料か何か、説明資料の何ページだったかな。タブレッ

トで30ページ。28ページです。 

○７番（石井祐太君）  し尿処理対策費です。事業成果書のほうです。 

         〔「環境推進課のほうの」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  そうです。環境推進課。 

         〔「下水の項目ではない」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  し尿処理というところか、そうか。 

         〔「そうです。事業概要書、環境推進課でなっています」「すみませ

ん」「勘違いでした」「すみません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  いいんですよ、淺羽部長が答えてくれて。単純にちょっと疑問に思

って、これどういう業務形態なのかと許可業務というのは、菊川町地区ですね。 
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○８番（渡辺 修君）  すみません、申し訳ないです。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  菊川地区は生活環境センターに委託しているのでそのお金、

小笠地区は小笠衛生になっているというところですが、詳しい説明は明日もし聞いていただ

ければ、確認してお答えしますけど、菊川地区分の生活環境センターに委託しているし尿運

搬処理業務委託の概要書になります。 

○委員長（坪井仲治君）  委託と許可というのはどういう違いがあるんですか。 

○７番（石井祐太君）  許可業務とする検討を行うとあったので、何が違うんだろうと、単純

に。 

○８番（渡辺 修君）  あした答えて。 

○委員長（坪井仲治君）  またあしたの楽しみ。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  すみません。 

○８番（渡辺 修君）  下水の仕事って委託できるものと委託できないものがあるね。 

○６番（藤原万起子君）  環境、終わっているもんね。 

         〔「そこはまた明日）」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  今のところのところ、違うところでした。し尿処理で引っかかっち

ゃった。 

○生活環境部長（淺羽 淳君）  すみません、多分環境のほう、委員会が違って、そういう福

祉のほうももしあれなら誰かに聞いていただける、質問していただければ。 

○８番（渡辺 修君）  窓口に行って聞いてみます。誰か１人行って、ここで報告します。 

○委員長（坪井仲治君）  すみません、余分なことでした。ということでよろしいですかね。 

         〔発言する者なし〕 

○委員長（坪井仲治君）  では、以上で質疑を終了いたします。 

 ここで執行部は退席となります。ありがとうございました。 

○委員長（坪井仲治君）  では、ただいまから委員会の自由討議を行います。ということで、

今出されたもの以外のものでも結構ですので、自由討議を行います。よろしくお願いします。

下水道です。４番 白松委員。 

○４番（白松光好君）  ４番 白松です。下水道の地図がありまして、この地区だったら下水

道に接続してもいいんですよという地図があるんです。そこのエリアに入っていない地区は

下水道に接続して駄目ですとは言わないと思うんですけど、接続できないというのが決まり

になっているみたいで、実際、加茂にあるんですけども、向かい同士で、向かいは下水道圏
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で、その反対はその地図内に入っていないものですから、合併浄化槽というおうちがあった

んですが、いろいろ話を聞いていますと、そのエリアは確かに住宅のありなしというふうに

つくっているものですから、そういう地図が出来上がるんですが、その後の開発とかによっ

て宅地になった場合に、もっと柔軟的に下水道接続エリアを拡大していく、そういうことが

必要かなと、ふと思いましたので。 

○委員長（坪井仲治君）  うまく接続できそうなところと接続。 

○４番（白松光好君）  できるとええけど、目の前が、本管が通っていて、こっちはオーケー

で、こっち駄目なんだよ。 

○７番（石井祐太君）  目の前なのに、範囲に入っていないからできないと言われているとい

うこと。 

○４番（白松光好君）  そう。 

○委員長（坪井仲治君）  どこで線引くかということでしょうね。 

○４番（白松光好君）  そうですね。 

○委員長（坪井仲治君）  ただ、その目の前には家はなかったわけですよね、当時。 

○４番（白松光好君）  なかったんです。 

○委員長（坪井仲治君）  ３軒しか家がなかったんだよね。 

○４番（白松光好君）  そう。家ができたときにそれを可能にしてあげないと、接続率が上が

ってこない。 

○委員長（坪井仲治君）  区域設定を変えてからでも。 

○４番（白松光好君）  もっと柔軟的に。 

○委員長（坪井仲治君）  でも、接続率は上がりませんよ、変えても。変えたら下がる、分母

が増える、そういうことでしょう。 

○４番（白松光好君）  件数はあがりますよね。 

○委員長（坪井仲治君）  接続数は増えますけど、率としては。きっと、絶対つないでくれな

いと思いますよ。 

○７番（石井祐太君）  お金かかるからね。 

○委員長（坪井仲治君）  またこの中でやっていても駄目ですね。自由討議ですから、どんど

ん上げてください。渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  渡辺です。前に自分が討論の場で、コストのことについて言ったので、

その辺ちょっと不確定なものを言ったので、気になっていたんですけども、私がそのときに
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言ったのは、今から人口密集地の加茂地区、そこの本工事に入りますと。これが今止めろと

いう話だったので、今ここで人口密集地の前を止めたら、そこのところが出たら、きっとコ

スト的にプラスにいくはずだということを自分は主張したんですけど、人口密集率を達成し

て、接続率も今の状態を保って、接続数がすごく増えるわけですよね。そのときの採算とい

うのはどういうふうに変わっていくかというのを、実はシミュレーションした数字を知って

みたいなという、そういう気持ちがあるので、一回そういう効果、これから広げて、大きい

ところ、一番いいところ、おいしいところをやるんだから、経済的に、どうなっていくよと

いう数値的な裏づけを一度説明を受けたいなというふうに思っております。 

○委員長（坪井仲治君）  汚水処理人口が増えた場合というか、増やした場合ということでし

ょうか。 

○８番（渡辺 修君）  そうですね。管路の長さに対して、人が多くなるわけじゃないですか

ね。 

○委員長（坪井仲治君）  債権放棄はいいですか。 

○７番（石井祐太君）  債権放棄ないんですよ。。 

○８番（渡辺 修君）  誰か誤接続のことをよく意味が分かっていないから、分かっている人、

誰か。 

○７番（石井祐太君）  平尾の誤接続か。 

○８番（渡辺 修君）  うん。それ、意味分かっていないです。 

○７番（石井祐太君）  これ、下水関係あるんですか。 

○委員長（坪井仲治君）  ここじゃない、特会じゃない、一般会計。環境推進課の下水という

ことで。 

○８番（渡辺 修君）  残念でした。 

○委員長（坪井仲治君）  ７番 石井委員。 

○７番（石井祐太君）  累積欠損金比率のところで、償却資産区分の資産が資産でということ

とかという話が出て、今後改善するために、料金の見直しとかも考えていかなきゃいけない

という話が出ていたと思うんですけど、その辺を利用者の状況とか接続数の具合を見ながら、

慎重に利用金額というのは考えていってもらいたいなと思ったところでございます。 

○６番（藤原万起子君）  １億5,000いっていたね。 

○７番（石井祐太君）  何て言ったらいいですかね。利用金額、変えるんだったら、ちょっと

慎重にやってほしいなという、下水道の。 
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○６番（藤原万起子君）  利用料金、改正と言っていたもんね。 

○委員長（坪井仲治君）  接続率のところでどうですか。補助が２年、１割とか何かそういう

ところはどうなんですか。渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  それ、さっき聞いたときに、法律的に速やかにという話をされたので、

さらっと挙げたんですけど、やはり何年かたって接続率が上がらない場合の、言って見れば

キャンペーンみたいなことで何としても上げたいよと。補助がないときになっても、入れた

人にとってはちょっと不公平だなと思う気持ちはあると思うんですけども、やはり接続数を

上げるための杓子定規じゃなくて、何かこれこれこうですよというような、それか遡った人

のことを、遡って前のやった人のこと、それから一番主なのは、先ほど全くない、新築の家

を建てて引っ越してきた人には全くのメリットがないという、その辺をちょっと助けてあげ

ることができないかなということを思いました。 

○委員長（坪井仲治君）  新築の場合は安いですよ。配管するだけですから、本管に。 

○８番（渡辺 修君）  付け替えるだけで。 

○委員長（坪井仲治君）  穴掘って、合併造る必要はないですから。新規のところはいいんで

す。 

○８番（渡辺 修君）  とにかく、接続数を上げるためのもう少し努力をしてもいいかなと思

いました。 

 以上です。 

○委員長（坪井仲治君）  接続してくれない理由というところをしっかり調べる必要があるん

でしょうね。織部委員。 

○１２番（織部ひとみ君）  下水道の接続、私、実際そうなので、結局何でできないかという

と、私のうちなんかは本当に道路から近くて、距離が短いんです。奥に下水道がある人たち

は、その距離分は全部自分、自腹で払っていくので100万とかになっちゃうわけです。安くて

も、私のうちなんかは玄関と道路から近いから30万ぐらいで済むんです。100万の人と、そう

いった意味で工事費がかかるので、やっぱりちょっと接続ができないよという形で、ちょっ

と見合わせているという形とか、あと一人暮らしだからもうそこまでやりたくないよという、

そういう理由があるということで私は伺っています。 

○７番（石井祐太君）  変えるメリットがないということですね。 

○１２番（織部ひとみ君）  結局ね。 

○７番（石井祐太君）  メリットというか、費用がかかり過ぎる。費用対効果とか考えた上で、
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変えてまで。 

○１２番（織部ひとみ君）  そう、個人負担。家の中で個人負担。 

○８番（渡辺 修君）  30万、100万はやらんな。 

○６番（藤原万起子君）  やらないです。 

○７番（石井祐太君）  10万ぐらいやったら、時機に考えるかもしれないけど。 

○８番（渡辺 修君）  実費精算はきついな。 

○１２番（織部ひとみ君）  それに、水道料金もかかるしね。 

○１２番（織部ひとみ君）  そうそう。水道料金も倍かかる。 

○委員長（坪井仲治君）  掛川かな。単独の槽を、物を替えて、それで貯水タンクにするとお

金が出るみたいな話、防災用のタンクに付け替えの接続をそのまま使うみたいなことを何か。

１立米ぐらいですかね、多分、分からないですけど。１メーター、１メーター、１メーター

以上あるかな、単独でも。もうちょっとあるんですかね。 

○８番（渡辺 修君）  １トンぐらいあると思うんですけども。 

○委員長（坪井仲治君）  それで付け替えを推進するみたいなことですよね。 

○８番（渡辺 修君）  そんなにしたいんだ。 

○１０番（東 和子君）  でも、これは菊川のきれいにするためのやつだよね、事業は。 

○委員長（坪井仲治君）  本当はそうなんですけど、そこはなかなかですね。そんなに水質自

体は極端に悪くないわけですよね、菊川。 

○１２番（織部ひとみ君）  きれいになっているもんね、菊川。 

○６番（藤原万起子君）  きれいになったんだよね。 

○委員長（坪井仲治君）  見た目はあれですけど、濁っていますよね。 

○６番（藤原万起子君）  一回汚くなって、濁っているのは汚水が濁っているので。 

○委員長（坪井仲治君）  では、下水道に関しまして、自由討議このぐらいでよろしいでしょ

うか。 

         〔「はい、結構です」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（坪井仲治君）  では、自由討議を終わらせていただきます。 

 それでは、採決をいたします。議案第62号 令和６年度菊川市下水道事業会計決算の認定

について、原案のとおり認定すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。 

         〔賛成者挙手〕 

○委員長（坪井仲治君）  挙手全員ですね。いいですね、全員で。よって、議案第62号は原案
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のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上で、議案第62号 令和６年度菊川市下水道事業会計決算の認定についての審査を終了

します。 

 ただいま出されましたご意見等を基に委員会報告を作成し、26日の本会議にて報告させて

いただきます。 

 委員会報告の作成につきましては、正副委員長に一任をお願いします。 

○分科会長（坪井仲治君）  一般会計予算決算委員会総務建設分科会に戻ります。切り替えます。 

 議案第55号 令和６年度菊川市一般会計再入歳出決算の認定についてのうち総務建設分科

会所管に関わる項目についてを議題とします。 

 これより議会事務局の審査を行います。落合事務局長、所管する課名等を述べてください。

落合事務局長。 

○議会事務局長（落合和之君）  所管するのは、議会事務局総務係です。よろしくお願いしま

す。 

○分科会長（坪井仲治君）  それでは質疑を行いますが、事前質疑はございませんでしたので、

議会事務局の決算について質疑のある委員は挙手をお願い申し上げます。８番。 

○８番（渡辺 修君）  ペーパーレス化とかしっかり実現しているんですけども、議事録作成

にＡＩを採用する、最先端技術を導入すれば事務作業がさらに効率化すると思うんですが、

そのような方法はできませんでしょうか。 

○分科会長（坪井仲治君）  答弁を求めます。落合事務局長。 

○議会事務局長（落合和之君）  議事録の作成に当たってのＡＩ等の活用でございますけども、

昨年度一応検討したことがございまして、いわゆる取扱業者の説明などを聞いたことがござ

いました。その際に、課題になる点も結構多くございまして、その課題になる点ですけども、

発言者の指定だとか、そういったものをどういうふうにやっていくかということをＡＩの中

で全て賄えないというところもありまして、そういうことを考えると今やっている議事録作

成のやり方と費用対効果も考えなければいけないですが、その辺りで今のところはまだいっ

たほうがいいのではないかというような状況ではありました。これから先につきましては、

少しそういう検討ももう少し重ねていく必要があると思っています。 

 以上です。 

○分科会長（坪井仲治君）  はい答弁終わりました。よろしいでしょうか。そのほかございま

すか。よろしいですか。 
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         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○分科会長（坪井仲治君）  じゃあ、ということで議会事務局終わりですので、退出となりま

す。ありがとうございました。 

 それでは、ただいまから委員間の自由討議を行います。よろしくお願いします。 

 今、渡辺委員からＡＩによるというところが出ましたけど、議事録ですね、その辺につい

て。８番 渡辺委員。 

○８番（渡辺 修君）  音声から文字起こしして議事録を作るんですけど、全く予備知識がな

くてやると、めちゃくちゃな漢字とめちゃくちゃな地名とか出てきて、菊川市さえも出てこ

なかったりするんですけど、そこで、前もって予備知識でこの議事録をＰＤＦで読み込ませ

ておいた上でＡＩが分析した上の議事録作成になると大変間違いが少なくて、補修が大変早

くなるということで、もしかしたら内製というか事務局で議事録が作れるようになってしま

うんではないかというふうな感も、これからもっと発展すれば、というような感想を持って

いたので、その方向に行けないかなということを言ったんですが、まだ、多分お金もかかる

と思うので。 

○分科会長（坪井仲治君）  石井委員。 

○７番（石井祐太君）  ７番 石井です。自分は普段仕事で会議するときでも一般的にそのＡ

Ｉの議事録って導入されてて、やっぱりでも発言者が誰かっていうのがリモート会議ですか

ら、自分のパソコンからは自分の発言だよって認識してるから発言者が分かれるんであって、

パソコン側に二人とかいる場合は誰々って認識されないんで、そのアカウント名に対してＡ

さんとＢさんがいたら両方Ａのパソコンの声として拾ってしまうというのはやっぱりそうい

うところがちょっとこの議会っていうところには向いてないのかなとは思うんですけど、こ

ういうマイクとか使ってそれぞれのマイクでスイッチを押したらそれを拾って、どのマイク

からの発言とかっていうのを今後設定できるような機材も出てくると思うんで、常に新しい

技術に目を向けてもらって、自分たちが楽できるような状況を作ってもらえるように努力し

てもらえばいいなと思いました。 

○分科会長（坪井仲治君）  音声認識まではしないわけでしょ。 

○７番（石井祐太君）  音声認識はしています。 

○分科会長（坪井仲治君）  声紋か何か登録すれば。 

○７番（石井祐太君）  個人はさすがにしてないです。 

○分科会長（坪井仲治君）  それも可能なんでしょう。 
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○７番（石井祐太君）  登録すれば。前もって入れておけば可能だと思います。 

○分科会長（坪井仲治君）  これ認識しちゃうと、次の人これとのつなぎでしゃべる。 

○７番（石井祐太君）  さっき言ったパソコンと同じようになっちゃう。 

○分科会長（坪井仲治君）  今ＡＩによるということで議事録の部分出ましたけど、それだけ

でいいですか。 

 じゃあ、以上で議会事務局の決算審査を終了します。 

 ただいま出されましたご意見等をもとに分科会報告を作成し一般会計予算決算委員会で報

告させていただきます。 

 分科会報告の作成につきましては、正副委員長に一任をお願いいたします。 

 以上で本日予定していた審査は全て終了いたしました。 

 次回は、明日９月10日水曜日の９時から一般会計の決算審査及び事業評価が明日から入っ

てきますのでよろしくお願い申し上げます。 

 本日はこれをもって散会といたします。お疲れさまでした。 

○議会事務局（水野  君）  それでは互礼をもって終了いたしますので、ご協力をお願いい

たします。相互に礼。 

 

散会 午後３時００分 

 


